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建 設 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２５年３月１３日（水）午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　　午後　３時１９分　閉会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員
委 員 長 野原　修  副委員長 村上英明  委　　員 山本靖一
委　　員 木村勝彦  委　　員 原田　平

１．欠席委員
なし


１．説明のため出席した者
市　長　森山一正 
都市整備部長　吉田和生
土木下水道部長　藤井義己　同部次長兼下水道事業課長　山口繁
同部参事兼下水道業務課長　石川裕司
下水道事業課長代理　樫本宏充
水道部長　宮川茂行　　同部次長兼工務課長兼浄水課長　渡辺勝彦
同部参事兼総務課長　豊田拓夫　　同部参事　池上敦実　　営業課長　小明哲也
工務課長代理　末永利彦

１．出席した議会事務局職員
事務局局次長　藤井智哉　　　同局書記　田村信也

１．審査案件（審査順）
議案第　１号　平成２５年度摂津市一般会計予算所管分
議案第　９号　平成２４年度摂津市一般会計補正予算（第５号）所管分
議案第１８号　摂津市道路の構造の技術的基準を定める条例制定の件
議案第１９号　摂津市道路標識の寸法に関する条例制定の件
議案第２０号　摂津市高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な特定道路の

構造に関する基準を定める条例制定の件
議案第２８号　摂津市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例制定の件
議案第２１号　摂津市高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な特定公園施

設の設置に関する基準を定める条例制定の件
議案第３０号　摂津市都市公園条例の一部を改正する条例制定の件
議案第　５号　平成２５年度摂津市公共下水道事業特別会計予算
議案第１２号　平成２４年度摂津市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）
議案第２９号　摂津市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例及び摂津市下水道

条例の一部を改正する条例制定の件
議案第　２号　平成２５年度摂津市水道事業会計予算
議案第１０号　平成２４年度摂津市水道事業会計補正予算（第２号）
所管事項に関する事務調査について
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（午前１０時　開会）

○野原修委員長　おはようございます。

　ただいまから建設常任委員会を開会し

ます。

　本日の記録署名委員は、村上委員を指

名します。

　議案第５号及び議案第１２号の審査を

行います。

　本２件のうち、議案第１２号につきま

しては、補足説明を省略し、議案第５号

について補足説明を求めます。

　藤井土木下水道部長。

○藤井土木下水道部長　おはようござい

ます。

　それでは、議案第５号、平成２５年度

摂津市公共下水道事業特別会計予算につ

きまして、目を追ってその主なものにつ

きまして補足説明をさせていただきます。

　予算書の１２ページをお開き願います。

　まず歳入でございますが、款１、分担

金及び負担金、項１、負担金、目１、公

債費負担金は、前年度に比べ１，７７５

万９，０００円の減額となっております。

これは、吹田市及び茨木市の下水が一部

本市の公共下水道管に流入しているため、

両市より当該公共下水道管の起債償還に

合わせて負担金を徴収しているもので、

起債償還金の減少に伴い負担金額が減少

することによるものでございます。

　目２、受益者負担金は、前年度にくら

べ８３３万９，０００円の減額で、これ

は賦課面積の減少によるものでございま

す。

　款２、使用料及び手数料、項１、使用

料、目１、下水道使用料は、前年度に比

べ１，０００円の減額で、これは埋設管

占用延長の減少に伴うものでございます。

　項２、手数料、目１、下水道手数料は、

前年度に比べ３万円の減額で、これは主

に排水設備に係る指定工事店登録件数の

減少に伴うものでございます。

　款３、国庫支出金、項１、国庫補助金、

目１、下水道事業費国庫補助金は、前年

度に比べ６５０万円の減額で、これは補

助事業の減少に伴うものでございます。

　１４ページ、款４、繰入金、項１、目

１、一般会計繰入金は、前年度に比べ４，

１６１万５，０００円の増額で、これは

主に元金償還金の増加に伴うものでござ

います。

　款５、諸収入、項１、資金貸付金返還

収入、目１、水洗便所改造資金貸付金返

還収入は、前年度に比べ１１万１，００

０円の増額で、これは貸付額の増加に伴

う返還額の増加によるものでございます。

　項２、目１、雑入は、前年度と同額と

いたしております。

　款６、項１、市債、目１、下水道債は、

前年度に比べ２，１６０万円の増額で、

これは主に資本費平準化債の増加による

ものでございます。

　続きまして、歳出でございますが、予

算書の１６ページをお開き願います。

　款１、下水道費、項１、目１、下水道

総務費は、下水道業務課及び下水道事業

課職員の人件費のほか、節１９、負担金、

補助及び交付金では、日本下水道協会な

どに対する負担金で、節２７、公課費で

は、消費税及び地方消費税でございます。

　下水道総務費は、前年度に比べ３，７

４８万３，０００円の減額で、これは主

に地方公営企業法適用に向けた委託料の

減少によるものでございます。

　項２、下水道事業費、目１、下水道管

理費は、節１１、需用費では、下水道施

設の維持管理に係る消耗品費などでござ

います。

　１８ページをお開き願います。

　節１３、委託料では、集中管理室、ポ

ンプ場設備、親水施設などの維持管理に
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係る委託料、下水道使用料徴収事務委託

料及び管渠の調査委託料などでございま

す。

　節１５、工事請負費では、府道十三高

槻線整備に伴います下水道管移設工事費

と、節１９、負担金、補助及び交付金で

は、安威川流域下水道維持管理負担金な

どで、節２１、貸付金は、水洗便所改造

資金貸付金でございます。

　下水道管理費は、前年度に比べ３，８

７２万７，０００円の増額で、これは主

に安威川流域下水道維持管理負担金の増

加によるものでございます。

　目２、下水道整備費は、下水道事業課

職員の人件費のほか、２０ページに記載

しております節１３、委託料では、工事

設計外委託料などでございます。

　節１５、工事請負費では、公共下水道

工事費で、節１９、負担金、補助及び交

付金では、安威川流域下水道建設負担金

で、節２２、補償、補填及び賠償金では、

下水道工事に伴う水道管などの移設費で

ございます。

　款２、項１、公債費、目１、元金は、

公共下水道事業債、流域下水道事業債及

び資本費平準化債の元金償還金で、前年

度に比べ１億４，８０９万４，０００円

の増額でございます。

　目２、利子は、前年度に比べ９，２７

８万７，０００円の減額でございます。

　款３、項１、目１、予備費は、前年度

と同額でございます。

　以上、予算内容の補足説明とさせてい

ただきます。

○野原修委員長　説明が終わり、質疑に

入ります。

　原田委員。

○原田平委員　何点かご質問させていた

だきます。

　まず、議案第１２号の補正予算第２号

ですが、社会資本整備総合交付金２，２

６０万円と出ておるんですけれども、こ

の内訳等についてお尋ねをいたしたいと

思います。

　平成２５年度予算に移りまして、債務

負担行為として集中管理室維持管理業務

委託事業として、平成２６年度から平成

２８年度で５，２２１万９，０００円と

いうことでありますが、これは以前より

私から指摘を申し上げて、できるだけ支

出を抑えるための努力をやるべきだとい

うことを申し上げてきたんですけれども、

若干減っておるんですけれども、見解を

聞きたいと思います。

　下水道管渠内調査委託料が１，０００

万円計上されていますが、これについて

以前にも指摘をいたしましたけれども、

費用対効果、あるいは現実、どういう形

でその管内調査がやられているのか。私

たちには詳細がわかりませんので、取り

組み状況について、お尋ねをいたしたい

と思います。

　平成２４年度の補正予算第２号で、十

三高槻線下水管移設工事が１，６００万

円の減額であります。一方、十三高槻線

移設負担金が１０２万４，０００円の増

額です。これについての説明をいただき

たいのと同時に、平成２５年度の予算で、

味舌第一排水区１Ｃが１，６００万円の

計上であります。これらは総合的に関連

すると思いますので、ご説明いただきた

いと思います。

　水洗便所改造助成金１５０万円、そし

て水洗便所改造資金貸付金の６７５万円

について、状況をご説明いただきたいと

思います。

　私たちも委員会の行政視察として、石

川県小松市で勉強してまいりましたけれ

ども、公共下水道事業への地方公営企業

法の適用についての取り組みであります
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が、地方公営企業法適用支援業務委託料

は平成２４年度補正予算第２号で減額さ

れておりますし、資産調査、あるいは企

業会計システム開発、条例整備など、い

ろいろ課題があるわけでありますけれど

も、平成２５年度に向けての取り組みに

ついてお尋ねいたしたいと思います。

○野原修委員長　石川参事。

○石川土木下水道部参事　水洗便所改造

助成金、水洗便所改造資金貸付金の内容

で、まず貸付金６７５万円の内訳でござ

いますけれども、汲取り１件当たり３０

万円、これを１０件と見込んでおり、３

００万円です。浄化槽については、２５

万円で１５件、３７５万円を見込んでい

ます。この合計が６７５万円となるもの

でございます。

　次に、助成金でございますけれども、

１５０万円を計上しておりまして、１件

当たり５，０００円が２００件、そのほ

かに生活保護、持ち家世帯について２件、

これが５０万円ということで、合計１５

０万円を計上しております。

　地方公営企業法の適用に向けた取り組

みでございますけれども、平成２４年度

に資産台帳の整理の業務委託をしており

まして、この中で、法適化に向けて課題

となっておりますのは、一つは、資本費

平準化債、これが今後も必要とされる中

で、法適用した場合に、その推移がどう

なるのか、今見込んでいる発行額、これ

が予定どおり発行できるのかどうか、そ

のあたりを調査しなければならないとい

うことで、減価償却費を出して、今後の

資本費平準化債の推移を見ていきたいと

思っております。

　二つ目の課題としては、人材の確保と

いうことでございます。法適用になれば、

企業会計に精通した人材が必要になると

いうことで、今現在、個々の職員がいろ

んな勉強等は行っておりますけれども、

一般的に言われておりますのは、例えば

水道でそういった業務に携わった職員、

こういった職員を確保すると。そういっ

た職員を中心に法適化に移行していくと。

これが一般的と言われておりますので、

そのような職員をお願いしているわけで

ございますけれども、なかなかその確保

が難しいのが現状でございます。

　３点目としましては、水道部のほうで

今、企業団という動きもございます。企

業団になった場合に、我々は上下水道組

織統合ということを考えておりますので、

その場合にどうなのか、企業団となった

場合にどういった影響があるのか、そこ

ら辺をもう少し見きわめる必要があるの

かなと。こういう大きく三つの課題を持っ

ておりまして、平成２５年度については、

そういった課題についてさらにいろいろ

検討していきたいと思っております。

○野原修委員長　山口次長。

○山口土木下水道部次長　まず、集中管

理室維持管理業務委託料でございますけ

れども、決算審査の委員会のときにも、

いろいろご指摘をいただいておりまして、

この施設は浸水を防除する目的で設置さ

れたものでございまして、降雨に対して

万全を期するために集中管理室の施設２

５か所の維持管理運転を行っているもの

でございます。

　この業務でございますが、平成１９年

５月より見直しをしまして、再度、平成

２２年の５月に見直しを行っております。

　平成２２年の５月に見直した内容でご

ざいますが、年間を通じて２４時間の勤

務体制で、昼間の間は２名で、夜間の場

合は１名で、大雨注意報、警報が発令さ

れた場合は、２名の体制を行っておりま

した。

　今回、再度、平成２５年５月より見直
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しを予定しております。

　見直しを行う内容でございますが、１

１月から２月の間は渇水期でございます

ので、平日の昼間の間、週２回、無人の

体制として行ってまいりたい。ただし、

大雨注意報及び警報が発令された場合は、

２名の体制を行う予定でございます。

　債務負担行為の内容でございますけれ

ども、平成２６年度、平成２７年度、平

成２８年度で５，２２１万９，０００円

を限度額として計上させていただいてお

ります。

　ただ、経費節減といたしまして、前回、

３年前に負担行為をさせていただいたと

きには６，０００万円を計上させていた

だいておりますので、かなり節減してい

るかと思っております。

　続きまして、下水道管渠内調査委託料

の費用対効果でございますけれども、平

成２３年度に管渠内調査をさせていただ

きました。その結果に基づきまして、平

成２４年度に管渠内の補修工事をさせて

いただいております。

　補修工事をした内容でございますけれ

ども、場所が、鳥飼上２丁目、３丁目、

それと鳥飼銘木町、鳥飼中２丁目、３丁

目、鳥飼和道でさせていただいておりま

す。

　補修の内容でございますけれども支管

部の補修を９か所、内面の補修を２４か

所、それと管渠内にモルタル等が入って

いますので、その除去、それと漏水等が

ありますので、止水等の一式をさせてい

ただいております。

○野原修委員長　樫本課長代理。

○樫本下水道事業課長代理　十三高槻線

下水管移設工事の減額及び十三高槻線移

設負担金につきましてご説明させていた

だきます。

　場所につきましては、今、大阪府のほ

うで施工していただいております都市計

画道路十三高槻線に係る部分でございま

して、十三高槻線の南側の部分につきま

しては、既に本市の公共下水道管が埋設

されているところでございます。その部

分のうち、正雀川の下越しをさせるスロー

プの部分につきましては、構造物を設け

なければいけないということになりまし

て、一部、既設の管の支障になるという

ことを大阪府から聞いております。

　減額につきましてなんですけれども、

平成２４年度にその部分を移設する工事

を予定をしておりました。ですが、大阪

府の施工のおくれもございまして、今年

度で施工できない状態になっております。

　その工事費用について減額をさせてい

ただいたということになっております。

　それから、雑入の十三高槻線移設負担

金ですけれども、これは大阪府と先ほど

の件の協議をしている中で、線形等々も

決まらなかった部分がありましたが、今

の時点では、線形も決まりまして、管渠

の入れる位置についても決まっておるん

ですけれども、その決める過程におきま

しての委託を私どもが発注しております。

その分につきましても、交渉の中で大阪

府からお金をいただけるということにな

りました。それを今年度、雑入の中で１

０２万４，０００円を入れさせていただ

いております。

○野原修委員長　石川参事。

○石川土木下水道部参事　社会資本整備

総合交付金が補正予算で２，２６０万円

の増額ですが、当初、この補助金は満額

の配当ではなくて、要望額の７０％程度

の配当を見込み、当初予算を計上してお

りましたが、最終的には国の補正予算等

もございまして、２，２６０万円の増額

になったものでございます。

　当初の見込み以上の配当があったとい
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うこと、さらに国の補正予算に伴う増額

があったということで、国の補正予算に

伴う増額が約１，０００万円ということ

でございます。

○野原修委員長　原田委員。

○原田平委員　社会資本整備総合交付金

２，２６０万円について、年度末に２，

２６０万円が増額されてくるというのは、

非常に市にとってはありがたいことです

けれども、その中身について、対象事業

等を教えていただきたいと思っておると

ころでございます。

　集中管理室維持管理業務委託料につい

ては山口次長も大変ご努力をいただいて、

委託を人材派遣等でやられているわけで

すけれども、それは市民の下水道使用料

等から払っているわけです。そういう意

味では、歳出は努力をして下げるという

ことをやらなければならない。そういう

思いで、私もこれまで何回となく質問し

てまいりました。

　雨の日と晴天の日、あるいは季節的に

もいろいろ状況があります。そういうも

のを踏まえて、やはり仕様書の見直しを

して、現実に合った形で、どういう形で

いけば一番安価でいけるんだということ

を追求して欲しいという話をずっとして

まいりました。

　そういう中で、若干の改善はされまし

たけれども、やはりもうちょっと頑張っ

てもらわんと市民の負担が大きくなって

くるんじゃないかと、こういうふうに感

じるわけであります。

　改善点については、ご説明がありまし

たけれども、また３年間契約をするわけ

ですから、やはりきちっとした経費節減

をする努力を示してほしいというふうに

思うわけであります。

　基本的な委託契約と、さらに実績の部

分について支払いをするとか、水道部が

やっているような形を参考にする等、提

起いたしましたけれども、そういうこと

を考えていただきたいというふうに思う

わけであります。

　５，２２１万９，０００円を計上され

ていますが、この１年間かけて、もう一

度、さらに努力をされることを期待して

おるわけですけれども、考えをもう一度

聞きたいと思います。

　下水道管渠内調査委託料で１，０００

万円の支出をされて、平成２３年度から

の状況をご説明いただきました。平成２

５年度、この当初予算の中でどういう形

でやられるのか、もう一度考えをお聞き

をいたしたいと思います。

　十三高槻線下水管移設工事であります

が、これは前にも申し上げたと思うんで

すけれども、府の事業に対して私らも協

力して移設をしなければならないという

状況ですので、費用負担をしてもらわな

ければいけないということで、平成２５

年度は府からの費用負担の部分について、

計上されていません。やはり１，６００

万円もかけて事業をやらなければならな

いから、摂津市にその分を全部負担させ

るということは非常に酷じゃないかとい

うふうに思うわけです。

　そういう意味で、平成２４年度は工事

ができなかったから事業執行ができない

ので、新たに平成２５年度で予算を上げ

られているんですけれども、その辺の見

解について大阪府とどのように交渉をさ

れてきているのか、お聞きをいたしたい

と思います。

　水洗便所改造助成金、水洗便所改造資

金貸付金について、これまでもかなり未

改修という部分があるというふうに聞い

ておりましたので、それを踏まえて、貸

付の状況の中で十分精査をしていただい

ていきたいと思うんですけれども、貸付
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金について東別府地域で事業が進みまし

て、水洗便所改造をしていただけるとい

うふうに思うわけですけれども、そういっ

たところの貸付金の増を見ておかなけれ

ばならないと思うんですけれども、これ

については１０件ということであります。

やはり、もう少し十分な状況把握をした

上での予算確保をするべきだというふう

に思うんですけれども、再度お聞きをい

たしたいと思います。

　公共下水道事業への地方公営企業法の

適用について、このままでいくと、せっ

かく資産調査をやられて、それが無駄と

は言いませんけれども、時を経るごとに

よって資産の評価が変わってまいります。

そういう意味では、無駄にならないよう

な形で継続をしなければならないと思う

んですけれども、資本費平準化債の問題

とか、あるいは人材確保の問題で非常に

難しいという状況で、先送りのようであ

りますが、再度、部長からご見解を賜り

たいというふうに思います。

○野原修委員長　石川参事。

○石川土木下水道部参事　貸付金の件で

ございますけれども、確かに東別府で浄

化槽から下水道への切りかえ件数は増え

ております。

　ただ、貸付金の実態といいますか、年

間を通じて、平成２４年度ですけれども、

数件ぐらいだと思います。

　切りかえはされておられますけれども、

一つには、指定工事店が２００者以上ご

ざいまして、その中の競争ということも

あって、工事費が以前よりも安価になっ

ている部分もあるのかなと。浄化槽です

から、トイレのほうも水洗便所に切りか

わっているような世帯でございますので、

貸し付けを利用することなく、実態とし

ては工事ができているのかなと。そういっ

た平成２４年度の状況も見た中で、浄化

槽については、１５件ということで予算

計上しております。

　汲取りのほうは１０件、合計で６７５

万円という予算でございまして、平成２

４年度の実績を見る限り、この範囲でい

けるのではないかなと思っておりますけ

れども、これ以上になればまた補正等を

お願いするようになると思います。

　平成２５年度当初については、ある程

度、平成２４年度の実績を見た中で予算

計上をさせていただいたということでご

ざいます。

○野原修委員長　山口次長。

○山口土木下水道部次長　集中管理室の

件で２回目の答弁をさせていただきます。

　先ほど１１月から２月の間、４か月で

すけれども、渇水期の間、平日の週２日

は無人の状態にさせてもらいたいなと思っ

ております。

　なぜ、無人になるかと言いますと、平

日、作業員２名がおりまして、集中管理

室は２５施設ありますので、そこの日常

的な施設の巡回及び除塵機の清掃、ゲー

トの施設の軽微な点検など、非常事態に

おいて常に軽微な点検等をしておる状態

でございます。

　しかしながら、今、委員がおっしゃら

れましたとおり、今後も安全・安心を基

本に置きまして、見直しできる範囲で見

直しをしてまいりたいと思っております

ので、よろしくお願いいたします。

　続きまして、平成２５年度の管渠の補

修内容等でございますけれども、平成２

４年度にも管渠の調査をしております。

　調査の内容でございますけれども、一

応、テレビカメラで汚水管を約２．５キ

ロメートル、それと雨水管を２．６キロ

メートル、それと目視で約０．５キロメー

トルの調査をさせてもらっております。

合計約５．７キロ調査させてもらってお

－7－



ります。その調査に基づきまして、やは

り私たちがそのカメラを見ながら、また

平成２５年度にはその異常箇所を補修さ

せていただきたいと思っております。

○野原修委員長　樫本課長代理。

○樫本下水道事業課長代理　では、社会

資本整備総合交付金の件につきまして、

お答えをさせていただきます。

　まず当初、要望額を上げておりました

んですけれども、先ほど石川参事からの

お話のとおり、満額は認められませんで

した。

　その結果、その分につきましては、十

三高槻線の、今、南側の話をさせていた

だいたんですけれども、北側のほうの路

線については、まだ管を入れていない状

態でありまして、この部分につきまして

施工を予定しておったんですけれども、

これも大阪府との事情によりまして、今

年度作業ができないということになりま

したので、その工事に充てる費用がなく

なったもので、当初の要望額と内示額の

差につきましては、それがその分の差に

なっています。施工工事につきましては、

どれも全て今年度発注をしないと、要望

のある箇所ばっかりでございましたので、

補助金がもらえない状態でありましても、

工事の施工を進めておりました。そうい

う事情が４月当初にありました。

　それから、補正なんですけれども、後々、

秋に一度大阪府から補正の要望がないか

ということがありまして、私どもはそれ

で手を挙げさせてもらいました。

　その後に、今年になってまたこういう

話が出てくるという情報だけは聞いてお

りました。それで、情報は聞いておりま

したものですので、どれだけの数字を私

どもが要望した場合に認めていただける

かがわからない状態でありましたもので

すので、確定ができないという状態になっ

ておりました。それが全て確定したのが、

今年の２月です。それで、今回の補正予

算でこの２，２００万円ほどの増額をお

願いをさせていただいたということでご

ざいます。

　工事につきましては、どうしても今年

度でやらなくてはいけないところばかり

でございましたので、市の費用をふやし

てでもやっていかないといけない形になっ

ておりましたものです。この金額につき

ましては、全て市で払うべきものが国の

社会資本整備総合交付金で賄える状態に

なりましたものですので、その分で調整

させていただいたということになってお

ります。

　続きまして、十三高槻線移設負担金の

来年度の見通しについてのご質問なんで

すけれども、昨年度、委託について府か

らお金をいただけるという協議をしてき

ました。もちろん、来年度の工事の費用

につきましても、そのようにしていただ

けるように、今、協議をさせてもらって

います。先方のほうからは、色よい回答

をいただいておりますけれども、確定ま

では至っていません。私どもとしまして

は、随時、プッシュしながら、確実に金

額をいただけるようにさせてもらいたい

と、今、考えているところでございます。

○野原修委員長　藤井部長。

○藤井土木下水道部長　地方公営企業法

適用に向けての資産調査費が無駄になら

ないようにとのお問いでございますが、

私どもも目標を一つに絞りながら中身は

二つに分かれておると、こういうような

内容でございまして、目標は一つに絞っ

ている、この内容は、水道部との統合で

ございます。

　この統合に当たりまして何をしなけれ

ばならないかといいますと、まずは公共

下水道事業への公営企業法の適用を考え
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ておりまして、適用に向けて、今現在、

資産台帳の洗い出しをやっております。

　この資産台帳におきましては、過去の

資産を全て洗い出しておるものでござい

ますので、当然無駄にはならないもので

ございまして、ただ減価償却が年を追う

ごとに減っていくというような内容を積

み重ねていると。平成２５年度におきま

しても、同様に、次はさらなるステップ

でどういうふうな内容で、どういうふう

なシステムを入れていって法適化に持っ

ていこうかという検討をさらに進めてま

いる所存であります。

　続きましては、最終目的であります水

道部との統合であります。先ほど石川参

事が申し上げましたように、水道部との

統合に持っていきたいわけなんですが、

その水道部が大阪広域水道企業団に移行

する可能性もあるということも言われて

おりますので、その辺の状況も探りなが

ら、いつの時点で水道部と統合していく

かも含めまして平成２５年度は検討して

いきたいと、こういう内容でございます。

　それと、十三高槻線のことについて、

若干、私のほうから補足させていただき

ます。

　１，６００万円で予定しております工

事の箇所につきましては、これは大阪府

は関係なく、摂津市がやらなければなら

ない事業の内容の箇所でございます。

　この箇所は、現在進めています未買収

地、府道正雀一津屋線から入ったところ

の北側に位置する部分で、未買収で工事

の着工が見込めなかったところが間もな

くできます。もうすぐできますというこ

とで、予算計上しておかなければいけな

い部分がこの部分でございまして、平成

２４年度におきましては、施工に至らな

かったということですので、補正予算で

減額させていただいたと。

　平成２５年度においては、いよいよも

うしなければならないところに差しかかっ

てきたので、これは絶対できるであろう

ということで、同じ額を計上させていた

だいたというような次第でございます。

これが１，６００万円の内容です。

　十三高槻線移設負担金につきましては、

既存の下水道管の移設、この部分でござ

います。この部分につきましては、大阪

府と交渉を重ねてまいりましたのは、道

路事業での移設であるということである

のか、それとも都市計画事業での移設で

あるのかと。都市計画事業の移設である

ならば、当然事業者が負担するべきであ

るということでうちのほうから申し入れ

まして、まずはその調査をする中での委

託費用を負担願ったと。

　先ほど課長代理が申し上げましたよう

に、費用面の負担につきましては、今現

在協議中で、固まればまた補正でも計上

させていただくと、こういうような内容

でございます。

○野原修委員長　原田委員。

○原田平委員　社会資本整備総合交付金

の２，２６０万円は本市が当初に予定し

ておった額からかなり下がっているんじゃ

ないかというふうに私は思っておったわ

けです。

　先ほどご説明ありましたように、単費

でも、やらなければいけないということ

でした。その部分において、事業費の内

訳として、どれぐらいを本来はもらえる

べきものであったのか、数字でわかる範

囲内で出していただきたいというふうに

思います。

　それから、集中管理室の部分について、

できるだけ平成２５年度中において、予

算はこれだけだということじゃなくして、

例えば入札方法についても検討するべき

なんです。

－9－



　今、指名競争入札されていますが、こ

れは一般競争入札を導入をして、やはり

競争原理を働かすことによって市民負担

が軽くなる、無駄な支出は必要ないとい

うことでありますので、再度、仕様書の

見直しと、そして入札方法の見直しを強

く要望しておきたいと思います。平成２

５年度中に頑張っていただきますように

お願いしておきます。

　それと、先ほどは聞きませんでしたけ

れども、この集中管理室の関連にかかわっ

て、沖水路に、テレメーターが設置され

てありますが、これが壊れているという

か、箱があいている状況なんです。壊れ

ておるならば修繕をする、何とか対策を

とっておかなければ、日ごろの管理が不

十分だというふうに思われます。

　そういう意味で、この沖水路の１か所

のテレメーターの修理をしていただいて、

管理を十分されるように要望しておきた

いと思います。

　公共下水道事業への地方公営企業法の

部分について、私も勉強してまいりまし

たように、資産調査、会計システムの検

討に時間がかかるという状況で、本市も

近いうちに実現できるだろうという期待

をしておるんですけれども、平成２５年

度、課題の検討ということになると、や

はり足踏み状態になっておくれるという

ことであります。大阪広域水道企業団の

問題は別にして、やはりやるべきことは

うちもやらなきゃおくれてしまうんじゃ

ないかというふうに思いますし、先ほど

申し上げましたように、せっかく調査し

た部分が、またやり直しをしなければな

らないということになれば、また費用を

かけなければならないということが生じ

ますので、努力をしていただきたいと思

います。

　十三高槻線下水管移設工事の問題であ

りますが、大阪府はこれだけ事業がおく

れてきているという状況の中で、本市の

下水道整備計画があるわけです。それに

おくれを来すと周辺の市民に迷惑がかか

る状況が出てきているので、早い時期に

やらなければならない。１年おくれるわ

けでありますけれども、状況を大阪府に

十分要望していただくと同時に、それ相

当の負担については大阪府にお願いする

べきだというふうに思いますので、その

ことも含めて頑張っていただきたいとい

うことを申し上げておきます。

○野原修委員長　社会資本整備総合交付

金の点について答弁をお願いします。

　樫本課長代理。

○樫本下水道事業課長代理　社会資本整

備総合交付金の件ですけれども、当初、

私どもとしましては、９，４００万円の

要望をいたしておりました。

○野原修委員長　予算書の金額に至るま

での経過を正確に答弁できませんか。

　暫時休憩します。

（午前１０時４６分　休憩）

（午前１０時４９分　再開）

○野原修委員長　再開します。

　藤井部長。

○藤井土木下水道部長　社会資本整備総

合交付金の件につきましては、もう一度

精査しまして、後ほど、答弁させていた

だきたいと思いますのでよろしくお願い

いたします。

○野原修委員長　原田委員の社会資本整

備総合交付金に関する質疑についての答

弁は、後ほど受けることにします。

　次に、山本委員。

○山本靖一委員　全体的な考え方を最初

にお聞きをしたいと思うんですが、公共

下水道事業特別会計で今年は予算規模が

約５７億円で、維持管理型になってきて

います。
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　歳出の主な部分は約４３億円の公債費、

それから下水道費としては１４億円ほど

です。

　歳入では使用料が約１８億円、公債費

がなければこれで全部賄えるという話な

んですけれども、維持管理型になってき

た中で、公共下水道事業特別会計として

どういう方向を目指していくのか、そう

いう検証というんですか、そういうこと

が必要になってくるというふうに思うん

ですね。

　平成２３年度決算では単年度で約４８

２万２，０００円の黒字。実質収支でも

１８８万４１１円の黒字ということになっ

ています。

　平成２５年度は約１８億円の使用料の

中で、どれだけの黒字が見込めるのか。

　そういう中で、この間も言いましたけ

れども、第４次行革というのは、市民の

負担の適正化というのが入っていますか

ら、料金改定にもつながってくるわけで

しょうか。決算審査の委員会の時には、

石川参事からお答えがありましたように、

料金改定をするということは、市民生活

への影響等を考えた場合に、なかなかそ

ういったことはできないというお答えで

した。

　したがって、平成２５年度は料金改定

がされていないというふうになるわけで

すけれども、この黒字がどういう状況で

推移していくかというのが非常に大事な

ことだというふうに思っていますので、

その見通しについて聞かせていただきた

いと思います。

　それから、大きな課題として、安威川

以南の雨水幹線の整備があります。平成

２５年度から取りかかっていただくとい

うことです。随分前倒しをして進めてい

ただくような方向が出てきていますけれ

ども、安威川以南の雨水整備率がどの程

度になっていくのか教えて下さい。

　財政の関係がありますから、一度に全

部というふうにはできないですけれども、

しかし鶴野地域であるとか、正雀４丁目

であるとか、合流地域でも浸水が起こっ

ているというふうに見ていったときに、

これは何か施策を打っていかなければな

らない。原因の調査ももちろんのことで

すけれども、そういうことを視野に入れ

たときに、下水のあり方というのも変わっ

てくるのかなと思ったりするんですが、

そういうことについて聞かせていただき

たいと思います。

　それから、平成２５年度も１２億７，

０００万円ほどの資本費平準化債が組ま

れ、公債費全体が約４３億です。予算に

占める公債費の割合が大きくなっていま

すけれども、平成２６年度から資本費平

準化債の一括返済が始まってきます。そ

うすると、ピークには５０億円を超える

ような公債費になってくるというふうな、

まさに公債費のやりくりを一般会計とリ

ンクされた中で公共下水道事業特別会計

が動いているというふうな感じがするわ

けです。

　公共下水道事業特別会計の主体性の問

題があるわけです。今は企業会計ではな

いですから、一般会計とのリンクの中で

動いていきますけれども、しかし、水道

事業との一元化ということになってくる

と、まさに企業会計そのもので動いてく

ると。一般会計との独立みたいなものに

もつながってくるのかなと、そういうこ

とについてどういう視点を持っておられ

るのか、お願いをしたいと思います。

　以降は具体的にお尋ねをしていきたい

と思っています。

　平成２５年度当初予算で、先ほど原田

委員の質疑にもありました社会資本整備

総合交付金２，２６０万円です。前年度
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比較では６５０万円の減額ということで

す。平成２５年度は、国の動きがいろい

ろあると思いますが、これは１年だけと

いうふうに見ておられるんでしょうか。

歳入を余分に見たらしんどいということ

があるんですけれども、もう少し何か大

きく見れるような要素はないのかなとい

うふうな気がするんですが、どうでしょ

うか。

　それから、１２ページ、受益者負担金、

前年度比較で約８３３万円減額です。こ

れは対象地域が減ったということなんで

すけれども、東別府地域の工事は平成２

５年度でほぼ３００件が終わりになるん

でしょうか。随分頑張っていただいたと。

その分で受益者負担金の推移を教えてい

ただきたいと思うんです。

　それから、昨年、鳥飼八町地内におけ

る、都市計画法下水道区域及び下水道法

事業認可拡大についてということで地元

説明に入られました。これで、公共下水

道を入れていく、そういう環境が整った

ということなんだと思うんです。そうす

ると、今、安威川以南の受益者負担金、

１平方メートル当たり４１０円、これは

調整区域でしたから、今まで都市計画税

を払っていません。

　そうすると、先行された部分との整合

性の関係で、１平方メートル当たり４１

０円というわけにはいかないかなと、そ

ういうふうにも思ったりするんですが、

この受益者負担金について、今からやっ

ぱり地元説明に入っていくためには、ど

れぐらいの受益者負担金になるのかとい

う試算も必要になってくると思うんです。

そういう考え方はどういうふうに整理さ

れているのか、聞かせといていただきた

いと思います。

　それから、１７ページの消費税及び地

方消費税、８，０００万円です。これは

トータルの計算で８，０００万円という

ことなんですけれども、具体的な内容を

教えていただきたいと思うんです。

　例えば、使用料の関係ではどれぐらい

になるのか、それから事業費の関係では

どれぐらいになるのかを教えて下さい。

　それから、どうしても気になるのが、

消費税が８％になってきますと、使用料

のほうにもかかわってきますし、それか

らまたさまざまな事業のほうにもかかわっ

てきますので、非常に気になるところで

して、単純に３％足してというふうにな

るんですけれども、使用料の関係でどう

いうふうになってくるのかなと、そんな

ことが気になります。

　それから、同じ１７ページ、日本下水

道協会負担金とか、幾つか、これまでい

ろいろ議論されてきて整理をされてきた

経過があるんですけれども、負担金、補

助及び交付金で４３万５，０００円、そ

れぞれ随分減らされてきたんですけれど

も、まだ大きな金額、国の天下り機関の

ようなところにまだつき合いをしている

のではないかという見られ方をする可能

性もあります。そういう意味で、例えば

摂津市にとって、もうここまで普及率が

来たときには縁を切ってもいいなという

ところがあるんじゃないかなと思うんで

すけれども、具体的にその考え方につい

て教えていただきたいと思っています。

　それから、先ほど原田委員のほうから

水洗便所改造助成金について質疑があり

ました。私は、水洗化率を上げていくた

めに今の５，０００円でいいのかという

ようなことを随分これまで聞いてきまし

た。

　そこでお聞きをしたいと思うんですが、

吹田市の正雀下水処理場の廃止に伴い、

し尿等の処理費用が増えます。毎年２０

０キロリットルずつ、１７年間かけて減
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らすという試算で吹田市に応分の負担を

求めています。平成３１年でバキューム

カーが１台になるということから、し尿

収集運搬委託料が４，１００万円から２，

５５０万円になるという、こういう試算

もしているわけですけれども、これは自

然な動きの中でこの計算をすればこうい

う形になるんですけれども、摂津市がさ

らに水洗化率を上げていくとか、それか

ら下水の普及率を上げていくとか、浄化

槽の切りかえをさせていくとか、いろん

な誘導策を持つ中で、これは１７年より

ももっと前にできる可能性もあります。

そうすると、全体として１７年間で描い

ている金額をもっと短縮というんですか、

縮小できるということにもつながってい

きますから、今の投資が全体の負担を圧

縮し、環境の改善につながっていくとい

うことは、はっきりしているわけですか

ら、この５，０００円ということにずっ

といつまでも拘束されるということじゃ

なしに、障害者の方であるとか、それか

ら高齢者の方とか、いろんな人たちに対

するアプローチの仕方として、やっぱり

精査する時期に来ているのかなと思いま

す。これは市民全体に還元するというこ

とにつながってきますから、そういう考

え方の整理が必要ではないかというよう

な思いがするんですが、いかがでしょう

か。

　それから、先ほど原田委員からもお話

がありましたけれども、十三高槻線下水

管移設工事１，６００万円です。これは

平成２４年度で減額補正をして、また平

成２５年度に１，６００万円を計上する

ということで、これは単純に言えば繰越

明許というふう扱いをされるような話で

はないのかなと思うんです。用地買収が

なかなか進まない。これは大阪府が随分

苦労されているというふうなお話もこれ

まで聞いてきましたけれども、そういう

手続が要るんではないかなという気がす

るんですが、この辺の考え方はいかがで

しょうか。

　それから、安威川流域下水道維持管理

負担金と安威川流域下水道建設負担金の

関係です。維持管理負担金は６億５，８

２５万３，０００円、平成２４年度より

増えています。しかし、逆に建設負担金

は減っているんです。こっちが減ったけ

れども、こっちが上がったと、なかなか

合点がいかんのです。

　全体的な流域下水道の関係で計画が出

されていると思うんですが、私たち自身

はもう流域下水道のほうに物を言ってい

くというふうなことにはなりませんし、

情報もなかなか入ってこないと。担当と

して、こういう動きについて、この機会

に説明していただきたいというふうに思

うんです。大体７億円以上、毎年、流域

下水道に対して摂津市が負担していると。

　公共下水道事業会計は公債費が約４３

億円、下水道費約１４億円のうちの約７

億円は流域下水道に消えてしまうと。あ

とは人件費というふうな会計になってき

たというふうに思うんです。

　そういう意味で、この流域下水道に対

してどういう形で物を言われているのか、

それからその全体が見えるような平成２

５年度の動きの中身について教えていた

だきたいと思います。

　それから、２１ページ、工事設計外委

託料で、５，９４０万円を組んでいただ

きました。これは先ほどの雨水幹線の設

計委託とか、そういうものになってくる

と思うんですが、家屋調査委託料の６０

０万円、これはどういう内容か、もう少

し詳しく教えていただけますか。

　それから、雨水幹線について整理の意

味で、用地買収費用、それから計画がど
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ういう形で動いていくのかというような

ことも教えて下さい。

　それから、雨水幹線の整備について、

継続費を組まれるのでしょうか。従来は、

単年度じゃなしに全部継続費を組んでいっ

ておったんです。それで調整しておった

んです。

　そうすると、これは大きな事業ですか

ら、大手ゼネコンとジョイントを組んで

３年ずっと一つの事業として入札をさせ

ていくという、そういうやり方をするの

か、それともこんな時代ですから、分け

て市内業者にずっと渡していくのか。こ

れは、非常に市内業者にとっても死活問

題というふうに私は受けとめているんで

す、こんな大きな仕事はなかなか出てき

ませんから。

　その辺りについて、担当としての考え

方と、それからお金を負担する側の考え

方とそれぞれあると思うんですけれども、

部長の答えれる範囲の中で、継続費を組

んでいくとか、いろいろとあると思うん

ですけれども、その辺の考え方を教えて

いただけますか。

　それから、水道との一元化の問題、先

ほど原田委員からもお聞きになりました

けれども、水道は４２市町村の中で、今、

企業団を組んでいるんですけれども、こ

の企業団の中でどういうふうに今の水道

が推移をしていくかというふうなことに

なってくると思うんです。

　しかし、一番の目的は、やっぱり市民

のところに還元していくということだと

思うんです。本来のあり方ということか

ら市民に対してどういうふうに還元して

いくかという、そういう視点からこの一

元化の問題を私は考えていくべきだとい

うふうに思うんです。

　もちろん、摂津市全体の職員の定数と

か、いろんなことで、また内なる改革な

んて市長がおっしゃっていますから、し

かしそれはいざというときに本当に体制

として確立できるかというのは、非常に

私は疑問に思っています。

　今、東日本大震災の関係で職員が足り

ない、よそからの応援もなかなかもらえ

ないと、こういう深刻な状況になってい

ることはもうご存知のとおりですから、

そういう視点も忘れないように、お金だ

けの追求ではなしに、そういう視点も忘

れないような形の中での検討を改めてし

ていただきたいということをお願いして

おきたいと思うんです。

　それから、補正予算の１４ページ、下

水道整備費で４億７，８０５万５，００

０円を５，８４４万７，０００円減額し

ています。率にして大体１７％になるわ

けです。財源内訳の関係で、地方債を８，

１５０万円減らしました。

　これは、契約とかいろんな形で、担当

の方の努力というふうに見たいと思うん

ですけれども、その８，１５０万円が全

体として起債を抑えるということになっ

ています。

　これは、もう単純に事務的なことになっ

ていくのかもしれませんけれども、やっ

ぱり前から言っていますように、下水道

特会で調整されているんですから、一般

会計繰入金３，１５９万７，０００円の

分も、一旦入れてもらった分はそのまま

会計に残しておいてほしいなと、事業を

させてほしいなというふうな思いがある

んですけれども、もう一度事業の関係、

下水で抱えています幹線とかいろんな仕

事がありますから、こういうお金をその

まま残しておいてほしいというふうな一

般会計に対する働きかけが必要ではない

かというふうに思いますが、いかがでしょ

うか。

○野原修委員長　石川参事。
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○石川土木下水道部参事　まず、１点目

で、公債費等が歳出の大部分を占める中

で、また今後、維持管理が重要になって

いく中でどうしていくのか、平成２５年

度の黒字が見込めるのかというようなご

質問が最初にあったかと思います。

　確かに、予算に占める公債費の割合と

いうのが大きい、さらに流域の維持管理

負担金等を含め、義務的な経費が９０％

を超えるような予算内容となっておりま

す。そういう中で、使用料については、

ほぼ横ばいで推移していくというのが今

の見込みでございます。

　当然、使用料と一般会計繰入金だけで

は賄えない状況でございますので、今現

在、平準化債を発行していると、さらに

今後も平準化債の発行が必要であると、

こういうことで、今後も当分はやってい

くしかないのかなと思っております。

　平成２５年度について黒字が見込める

のかどうか、これは一つには、使用料が

どうなっていくのかということに大きく

影響されるわけでございますけれども、

使用料については、一般家庭等において

は、節水意識が高まっている中で、また

企業等においても節水に努めておられ、

さらに景気等の動向にも大きく影響され

るということになりますので、なかなか

使用料が増えていくということが今の時

点では見込めません。

　一方で、供用開始区域の拡大や、水洗

化率の向上という増要因はあるわけでご

ざいますけれども、今の時点では使用料

はほぼ横ばいであろうと。

　そういう中で、黒字が確保できるかと

いうのは、使用料もさることながら、今

後も黒字を確保できるような繰入金が確

保されるのか、これが平成２５年度黒字

になるかどうかというポイントだと思っ

ております。

　そういう点では、財政のほうといろい

ろ話はしているわけなんですけれども、

基本的に赤字とならないような最低限の

繰り出しはやっていきましょうというこ

とは言われております。

　ただ、これも使用料収入が大きく減っ

た場合には難しいところはあるとは思う

んですけれども、使用料収入はほぼ横ば

い、資本費平準化債もほぼ予定額どおり

発行できるという前提のもとに基準外繰

り出しによって特別会計のほうも黒字に

していこうと、そういったことで財政方

の理解も得ております。

　あと、資本費平準化債で公共下水道事

業特別会計が安全弁として利用されてい

るんじゃないかというようなご質問がご

ざいました。下水道特会としての主体性

ということを問われているわけなんです

けれども、今言いましたように、平準化

債というのは、下水としても借金を返済

するための借り入れということから基本

的にはやっていきたくないし、額も減ら

していきたいとは思っていますが、本市

の状況から、じゃあそれを補えるような

資本費平準化債を発行しなくてもいいよ

うな繰り出しができるのかという点では、

やはりそれはできないわけでございます。

　そういう中で、公共下水道事業特別会

計をどう運営していくのかということに

なってくると、資本費平準化債に頼らざ

るを得ないということで、今後も資本費

平準化債を発行していかざるを得ない。

　先ほど言いましたように、繰出金につ

いては、公共下水道事業特別会計が赤字

にならないような繰り出しをしていこう

ということで財政方の了解を得ていると

ころでございます。公共下水道事業特別

会計のことだけを考えていればいいとい

う状況ではございません。一般会計との

連携・調整が必要な状況だと思っており
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ますので、今後も財政方と十分調整をし

て、一般会計にも大きな影響が及ばない、

なおかつ下水道特会も赤字にならない、

そういう方向で今後も進めていきたいと

考えております。

　次に、受益者負担金の内容でございま

すけれども、受益者負担金は昨年に比べ

て８４０万円程度減少でございます。こ

れは、賦課面積が減少したというのが大

きな原因でございますけれども、平成２

５年度につきましては、現年分としまし

て、５４６万円程度を見込んでおります。

　これは、平成２３年度賦課の平成２５

年度調定額、平成２３年度賦課したもの

の５期・６期分が２５年度に入ってくる

と。平成２４年度賦課の３期・４期分、

さらに２５年度の賦課分のうち１期・２

期分が入ってくると。こういう中で、一

定の収納率を乗じまして、５４６万円と

いう現年度分を算定しております。

　さらに、過年度分につきましては、２

０万円ほど予定しております。これは、

滞納繰越額のうち一定割合が入ってくる

という見込みのもとに予算計上をしてい

るものでございます。合計で５６６万６，

０００円という額を計上しております。

　この受益者負担金の推移ということで

ございますけれども、工事路線等によっ

て当然変わってくるわけで、賦課面積が

今後どうなるのか。これは、どこを工事

するのかということに関係しますが、汚

水整備については、ほぼ今のペースでし

ばらくは進めていくということで、その

沿道にどれだけの宅地があるのかによっ

て大きく変わってくるということでござ

います。汚水整備についてはほぼ一定額

を予定しておりますが、受益者負担金の

増減がどうなるのかというのは非常に難

しいんですけれども、おおむね５００万

円から１，０００万円ぐらいなのかなと

いうふうに今の時点では思っております。

　それから、八町地域の受益者負担金の

考え方でございますけれども、委員も言

われましたように、調整区域で都市計画

税が賦課されておりませんので、そのあ

たりを当然考慮していくべきだろうとい

うことで、内部的にはいろいろ検討をし

ております。

　さらに、近隣市の調整区域の受益者負

担金の額等も見ながら今後決めていきた

いというふうに思っております。

　次に、消費税でございますけれども、

消費税の算出根拠でございますけれども、

課税売り上げに係る消費税を７，６５０

万円と見込んでおります。課税売り上げ

に係る消費税が７，６５０万円、一方、

課税仕入れに係る消費税が４，０００万

円、さらに特定収入に係る消費税額を２，

６００万円、こういう見込みのもとに、

課税売り上げに係る消費税から課税仕入

れに係る消費税を引いて、そこに特定収

入に係る消費税額を加えた額、これが６，

２５０万円になるわけでございます。こ

れに２５％の地方消費税を加えた額が約

７，８００万円ということになります。

このうち３，６７０万円、これは２４年

度に前納されております。７，８００万

円からこの前納分３，６７０万円を引い

た額が４，１３０万円ということになり

ます。

　消費税納付額は、これに翌年度分、つ

まり平成２５年度決算分の前納分として

２４年度決算の消費税の５０％、３，９

００万円を２５年度に支払うことになり

ますので、この３，９００万円と４，１

３０万円を加えて、ざっと８，０００万

円ということで予算計上をしておるとこ

ろでございます。

　消費税率が仮に８％になれば、今より

３％上がってくるということで、単純に
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消費税納付額のほうも３％程度上がって

いくのかなというふうに考えております。

　あと、日本下水道協会の負担金でござ

いますけれども、確かに汚水整備のほう

は概成している状況ではございますけれ

ども、雨水幹線の整備も残っている、雨

水整備も今後やっていかなければならな

い、さらに維持管理の時代を迎えており

まして、下水道の経営ということが大き

な課題になっているという中で、日本下

水道協会のほうでも経営に関する調査・

研究でございますとか、さらには講演・

講習会等も開催されておりますので、我々

としては引き続き協会のほうに入って、

知識習得に努めていきたいというふうに

考えております。

　あと、水洗化率に関連して、助成金を

どうしていくのかということでございま

す。

　平成２５年１０月からは処理費用が増

えます。吹田市の応分の負担があるとは

いうものの、し尿・浄化槽汚泥の発生量

を減らしていけば、さらにうちにとって

メリットは出てくるわけでございますの

で、当然、我々も水洗化率の促進に努め

ていきたいと思っております。

　助成金をどうしていくのかということ

なんですけれども、確かにこの助成金を

ふやせば一定の効果というのは期待でき

ると思いますけれども、どれだけふやせ

ばどれだけの効果が出てくるのか、費用

対効果という点で、もう少し検討しなけ

ればならないと思っておりますし、さら

に水洗を先にした人は５，０００円で、

結局、長い間手をつけなかった方が後で

助成金がたくさんもらえるということに

ついては、公平性ということもございま

すので、こういったことについてももう

少し慎重に考えていく必要があるのかな

と思っております。

　いずれにしても、今まで以上に水洗化

促進を図っていかなければならないとい

う意識は当然持っておりますので、今の

時点で明確なことは言えませんけれども、

そういう方向で今後も検討してまいりま

す。

　流域負担金の件でございますけれども、

流域の維持管理負担金につきましては、

今年、６億５，０００万円ということで、

前年より４，０００万円近くアップして

います。

　その内容ですが、一つには、電気料、

これが前年の単価から３円ぐらいアップ

するという見込みが示されております。

１円上がれば、中央処理区全体での電気

代というのが大体４，０００万円上がっ

てくると、３円上がれば、それだけで１

億２，０００万円増えるということにな

ります。そういう電気単価の増という要

因が一つございます。

　さらに、本市の場合、味舌ポンプ場、

摂津ポンプ場において、それぞれ雨水の

ディーゼルポンプの点検整備委託という

のを予定されております。これは、昨年

８月の豪雨がございまして、これを踏ま

え、平成２５年度に点検整備をしなけれ

ばならないということでございます。

　こういう関係で、味舌ポンプ場で雨水

排除に係る費用というのが、平成２４年

度当初と比較して１，２００万円ほど増

えております。さらに、汚水処理につい

ては、電力費等のアップから、３８０万

円増えておりまして、味舌ポンプ場だけ

で大体１，５７０万円弱増加しておりま

す。

　同じように、摂津ポンプ場でも雨水の

ディーゼルポンプの点検整備委託という

ことで、昨年に比べて、雨水排除にかか

る費用が１，９００万円増加しておりま

して、汚水処理についても電力費のアッ
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プ、それから消火設備の点検業務委託で

すとか、地下の重油タンクの補修、油面

計の補修、こういったものから、１，６

８０万円、全体で３，６００万円程度の

増加になっております。

　こういったことで、平成２５年度につ

いては、本市の負担金が増えたという状

況でございます。

　一方で、建設費のほうは、昨年に比べ

て減少しているということでございます

けども、大阪府のほうでは、要求はされ

てるんですけども、府の財政状況を踏ま

え、事業費を縮減せざるを得ないんだと

いう説明でございます。

　さらに、国の内示等の関係もございま

して、事業費については昨年より減少に

なっているということでございます。

　あと、水道との統合、一元化というこ

とでございます。確かに、最終的に市民

の方のプラスにならなければやる意味も

ないと思っております。

　なぜ、水道部と統合するのかというこ

となんですけども、一つにはスケールメ

リットが働くであろうと。下水道事業が

法適化すれば、経理部門ですとか管理部

門の統合により、人員削減等も図れるん

ではないかということもございます。

　さらに、水道職員は企業会計に関する

知識等、ノウハウがございますので、そ

ういった水道職員からの助言等も期待で

きると。下水道職員の養成という点でも

メリットがあるのではないかと思ってお

ります。

　さらに、窓口業務を一本化するという

ことで、市民サービスの向上にも寄与す

るのではないかと。スケールメリットの

中には、危機管理体制の強化ということ

も図れるのではないか、また、図ってい

かなければならないと、こういうことか

ら、水道部との組織統合というのを予定

しておりまして、これは最終的には費用

の節減であったり市民サービスの向上に

つながるものと考えておりますので、水

道部と我々は組織統合をしていきたいと

いうふうに思っております。

　あと、補正時における一般会計繰出金

の考え方ですが、歳出の減等により、そ

こに充てられておりました基準内の繰出

金、使用料等は、当然、基準外の繰出し

を減らす方向で、例えば公債費に充てて

いくとか、これは当然していかなければ

ならないと思います。

　基準内のものでも、最終的に歳出減で

不用になったものは、一般会計からいえ

ば、これを繰り出す必要はないわけでご

ざいまして、基本的にはやっぱり一般会

計に戻していくということが原則かと思っ

ております。

　ただ、最終的に下水道特会が赤字にな

らないような繰り出し、これは先ほども

申し上げましたように、財政方も理解を

示しておるところてございますので、補

正時において減をしたとしても、最終的

に下水道特会は、赤字にはしないという

ことで、財政との協議ができているとこ

ろでございます。

○野原修委員長　樫本課長代理。

○樫本下水道事業課長代理　山本委員の

質疑にお答えさせていただきます。

　まず、安威川以南の雨水の整備の件に

関してなんですけども、東別府雨水幹線

につきましてですが、これが完成をした

ときなんですけども、対象の面積、末端

の整備等々も含めますけれども、雨水幹

線自身が末端の受けもつ面積が５４．６

ヘクタールになっております。

　これに伴いまして、整備率としまして

は、約６．６％の上昇が見込まれるとい

う形になっております。

　続きまして、雨水の整備に関してです
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が、鶴野と正雀についてはどのように考

えているかという件でございますが、ご

承知のとおり、合流区域でありまして、

この地区は既に全て整備が済んでいる状

態でございます。計画降雨以上の降雨量

があったということはわかってはおりま

すが、一部そこの部分だけに水が洪水と

いう状態が発生していますので、浸水し

ているという現象が見込まれますので、

何か原因がないのかということ、構造的

もの、いろいろなもの、原因がまだ、私

どもとしましても把握し切れてない状態

のところがありますので、これにつきま

しては、調査をしていきたいと考えてお

ります。

　この結果によりまして、速やかにでき

るものについて速やかにしていきたいと

考えておりますし、あとどういうような

対策方法があるのか。費用がかかるもの

とかからないもの含めて、総合的に答え

を出すまで導いていきたいと考えている

ところでございます。

　続きまして、家屋調査委託料６００万

円という内容についてのご質問でござい

ますが、これにつきましては、本来、下

水道の工事を行う前の家屋の事前調査で

す。事前調査につきましては、工事の請

負費の中に入れているものではございま

すが、ここにつきましては９８件分の東

別府の今年度発注する分の範囲につきま

して、全て家屋調査委託料で行おうと考

えております。

　メリットとしましては、工事を何件か

に分けますと、地域によりまして家屋調

査を行う時期にずれが生じてきます。そ

ういうことではなくて、一斉にやってい

けますので、住民の方々に対してもわか

りやすいということがありますし、あと、

これは件数が多くなります。それで入札

を行いますと、恐らく委託の費用、私ど

もが払う費用についてもある一定、下が

る効果が見込まれるのではないかという

ことと、あともう一つは、私どもが家屋

調査の進む状況の把握がしやすいという

部分と、これらの点がございますので、

東別府の地域につきましては、家屋調査

委託料という新たに項目を設けて発注し

ようと考えているところでございます。

　雨水幹線につきましてなんですけれど

も、雨水幹線の内容でございますが、延

長としましては、８４５メートルほどの

延長があります。

　来年度につきましては、実施設計を行

い、その翌年度以降から一応工事のほう

については３年ぐらいはかかるのかなと

は、今の時点ではなんですけれども、そ

のように今考えているところでございま

す。

　これにつきましても、また委託のほう

で実施設計の以降、状況が変わるのかも

しれませんが、今のところ私どもの考え

るところは、このような状態になってお

ります。

○野原修委員長　山口次長。

○山口土木下水道部次長　まず、十三高

槻線整備に伴う下水道工事でございます

けども、１，６００万円は、平成２３年

度も継続させてもらいまして、平成２４

年度も継続させてもらっております。

　それで今、十三高槻線の関係上、移設

工事は発注できておりませんけれども、

平成２５年度には発注できる予定でござ

いますので、繰り越ししたらどうかとい

うことでございますが、絶対にできると

いう確証もございませんので、今回新た

に上げさせてもらった次第でございます。

　それと、鳥飼八町地域の雨水幹線と東

別府雨水幹線について、平成２５年度は

実施設計を上げさせてもらいますけれど

も、それと同じ用地買収の行程等でござ
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いますけれども、実施設計にあわせまし

て、用地買収等も交渉には、平成２５年

度、平成２６年度には当たってまいりた

いと考えております。

　それと、今後の鳥飼八町雨水幹線と東

別府雨水幹線の工事ですけれども、ＪＶ

でするのか、それとも市内業者を入れる

のか等もお聞きであったかと思っており

ます。

　その部分に関しましては、財政部局と

平成２５年度から平成２６年度には協議

をして、結果を出していきたいと思って

おります。

○野原修委員長　藤井部長。

○藤井土木下水道部長　今、次長からも

答弁がございましたが、私の考えという

ことで、雨水幹線の発注の仕方について、

どういうふうな予算組みをしていくか。

　この辺につきましては、山本委員がおっ

しゃいましたように、財政の考え方もあ

ろうかと思います。

　それで、現下の考え方としましては、

以前採用しておりました継続費を組ませ

ていただくのが一番ベストかなと、こう

考えておりますので、担当のほうも今の

予定では、３か年ほどかかるということ

を申し上げておりますので、できれば３

か年の継続を組ませていただいて、予算

の確保に努めて発注していきたいと。

　あと、発注の業者の選定におきまして

も、可能な限り地元業者とＪＶを組める

ような発注ができないのかということも

考えながら、これも財政等も協議をしな

がら進めてまいりたいと、こう考えてお

ります。

○野原修委員長　山本委員。

○山本靖一委員　最近、テレビなどでも

報道していますように、東日本大震災の

関係で資材、それから人、それから企業、

全体に人が足りないという深刻な事態に

なっています。

　生コンでいえば、大体４３％ぐらい上

がっているような状況です。

　それから、人件費も随分上がってきま

した。大体４割近くこれも上がっている

ようになる。

　そうすると、今描いておられるような

予算の中で物が動いていくのかなという

ふうな、非常に危惧をするわけです。東

北へ行っていますけれども、東北だけで

はなしに、国の補正予算で交付金がおり

てきた中で、一斉に動きかけたら、それ

がまた全部地方へ返ってくると。取り合

いになる。しかも、資材の高騰というこ

とになってきますと、恐らく同じ考え方

で動いてくると思うんですけれども、で

きるだけ予算が通ったら、早いこと事業

にかかる、資材の確保をしていく、仕入

れておくと。それから、業者を押さえて

いくと、よう言われるんですけれどもね。

　そんなことになっていくのかとなとい

うふうに思うんですけれども、この辺の

見通し、それから現在どういうふうに手

だてを考えているのかお聞かせください。

　先ほど３か年の継続事業が望ましいと

いうようなお話でしたけれども、これも

随分金額に変化が出てくるのかなという

ふうな、いろんな心配もするわけです。

　そんなことで、これからどういうふう

に動いてくるかというのは、非常に読み

切れませんけれども、想定できるという

のは、やっぱり上がっていくんだろうな

と。物価上昇２％になるというような、

そんな話もされていますから、そうする

と、公共事業全体が、この財源の厳しい

中で対応できるかどうかというようなこ

ともなってくる。

　先ほど、石川参事のほうから答弁あり

ましたように、流域下水道のほうも大阪

府の財政状況から見ていったときに、建
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設負担金は９，０００万円から５，００

０万円、事業を先送り、フラットにして

いくというような、そんな答えが出てき

ていますから、恐らく私たちの自治体も

同じような状況になってくるんではない

か。こういう点は、非常に危惧するとこ

ろです。

　したがって、今の到達点として、どう

いう状況を把握されているのか聞きたい

し、それに対してどういうふうに臨んで

いこうとされているのか、聞いておきた

いと思います。

　それから、使用料の関係です。これは、

今言いましたように、一番最初にどれぐ

らいの黒字を見込んでおられるのか。平

成２３年度決算では単年度で約４８２万

２，０００円の黒字。実質収支でも１８

８万４１１円の黒字ということになって

いましたが、平成２５年度は約２１億円

の一般会計繰入金を組まれています。赤

字を出さない程度に繰り入れをしていた

だく、そういうルールができているとい

うことなんですけれども、１００万円、

２００万円の黒字だったら、こんなもの

本当にさじ加減一つで、すぐに赤字にな

るわけですよ。きちっとしたルールが確

立されていて初めて、この黒字というの

は確保される。

　これは、健全化計画に取り組まれ、ずっ

と一般会計からの繰り入れを減らして、

累積赤字をつくって、それが料金の値上

げにつながったことも、これは皆さん共

通の認識だと思うんですけれども、そう

すると、一般会計からの繰り入れがきちっ

と確保されなければ、せめて下水特会の

ほうの主体性として、料金改定、市民に

負担かけない。これは母屋が赤字になれ

ば、また向こうでというようなことにな

るかもしれませんけれども、特別会計の

所管としての姿勢として、やっぱりそれ

は確保して、料金改定をしていかないと

いうようなことが、私は今の時点では大

事ではないかなというふうには思います

んですけれども、改めて繰り入れの関係、

資本費平準化債の関係でも、やむを得な

いというような、それはよくわかるんで

すけれど、しかし、これは市民の使用料

に直結する問題ですから、そういうルー

ルが今からも続いていくと。そういう形

で担当としては考えているということな

のか、改めて所管の考え方を聞かせてい

ただきたいと思います。

　それから、受益者負担金の関係で、こ

れから考えていくというのは、無責任な

話だと、私は思ってるんです。実際に、

下水を入れていくときに、きちっとした

ものが提示されなければ、これは地元の

了解なんて得られへん、はっきりしてい

るわけです。他市のほうもというような

ことなんですけれども。どういうスパン

で捉えておられるんでしょうか。少なく

とも、あそこに下水を入れていこうとい

う思いで計画区域に編入されたと、地元

も了承された。そうすると、これはいつ

までもそのままずっと見過ごすしていく

ということにはならないわけですから、

とにかくその場その場みたいなことで仕

事していくということではなしに、大変

かもしれませんけれども、しんどいこと

かもしれませんけれども、やっぱり一定

の考え方を出していただきたいと思うん

です。

　地元へ出していくまでに、いろんな準

備段階として、自分たちの考え方として、

ここまでは来ていますというのは、やっ

ぱり提示していくべきだというふうに思

うんですが、いかがでしょうか。

　それから、消費税の関係は非常に心配

するところですけれども、内容は今わか

りましたけれども、恐らく資材の高騰な
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んかで、また、人件費の高騰などで、恐

らくいろんな影響が出てくるんじゃない

かなと。３％引き上げされる前に、既に

こういう影響が出てくるんではないか、

そういう心配をするわけですけれども、

よくよく注視をしながら対応していただ

きたいというふうにお願いしておきたい

と思います。

　それから、先ほど言いました、負担金、

補助及び交付金です。協会とかいろんな

ところ。これは、まだ引き続き必要だと

いうふうにお話しされたんですけれども、

しんどい仕事かもしれませんけれども、

やっぱりこれは申しわけないんですけれ

ども、おつき合いやめたいという整理の

仕方。全部この間、努力されてきた経過

があります。これは最後で、どうしても

やらないかんというふうにお考えなのか、

ちゃんと分析をされていますか。

　いろんな整理の仕方があると思うんで

す。外郭団体、たくさんつくられて、そ

んなところに同じような性格のものがべ

たべた張りついて、地方自治体もおつき

合いをしているという、こういう構図が

これまでありますから、まだそれがきちっ

と整理されているというふうには思って

いません。

　したがって、改めてこの件の検証をお

願いしたいというふうに思うんです。

　それから、水洗便所改造助成金の話、

検討していくというような話なんですけ

れど、これは機を逸してしまえば、これ

またそのままで終わってしまうわけです

よね。

　浄化槽汚泥の問題もありますし、し尿

の問題もありますし、委員会の行政視察

に行った小松市でも、いろいろと助成の

金額も違ってたし、しない場合もあった

と。これは勉強してきたところですけれ

ども、しかし、公平の関係からは私も気

になるところですけれども、しかし、ずっ

と最初から５，０００円です。物価の変

動関係なしに。その時々には随分、こん

なん５，０００円では全然だめだという

ふうな思いのときでもずっと来たわけで

す。これが本当の公平なのかなというふ

うに思ったりはするんです。

　今の投資が全体の負担を圧縮して全体

に還元できるわけですから、政策の立て

方というのは、あると思うんです。

　例えば、東別府地域に３００件入りま

したけれども、１７年間かけて減らすと

いう試算を短縮するためにどんな施策が

今必要なのか。水洗化率の関係で、これ

がどういうふうになっていったか、また

新しい数字を教えてほしいんですけれど

も、なぜつながれていないのか。

　私たちも聞くんですが、東別府地域な

んかでも、開発されて３０年たつんです。

そうすると、最初若い方が入られておっ

たんですが、大体高齢者の世帯になって

きておるわけです。今さら大きなお金使っ

てつなぎたくないという方も随分おられ

るんです、実態としてはあるんですよ。

そういう方につないでいただくアプロー

チとして、何か制度というのはやっぱり

考え方としてあると思うんですけれども、

そのほかにも借家の方は、家主さんがやっ

てくれないとか、いろんな実態があると

思う。

　この間ずっと調査をしてきていただい

ているというふうにお聞きしていますけ

れども、具体的にどういう理由で水洗化

をしないかというようなことの一番大き

な要因とか、その辺また委員長にお願い

したいんです。資料などで後刻提出して

いただいたらありがたいなと。わかる範

囲でお答えいただきたいなと思うんです。

　それから、流域負担金の関係で、去年

８月の集中豪雨で浸かった合流地域のと
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ころの対策というようなことで、今年は

調査を入れてやるというようなお話だっ

たんですけど、去年初めて集中豪雨があっ

たということではなく、正雀のあの地域

には、これまで何回も浸水した経緯があ

ります。そして、味舌ポンプ場の力をアッ

プさせていただいた、そんな経過もあり

ました。今から調査するというのは、こ

れは大事なことなんですけれども、これ

までも何回かああいう状況が起こってき

ているわけですから、やっぱり早いこと

調査をして、原因を突きとめるというこ

とが必要じゃなかったかなと、改めて思

うんですけれども、こういう集中豪雨と

いうのは、これからもたびたび、年１回

とかいうことやなしに、たくさん起こっ

てくるんではないかというふうに思うん

です。

　そうすると、市がそのことに対して原

因もつかんでいない、調査もしていない、

それから、その方策も考えていないとい

うことになってきたら、これはやっぱり

市民の信頼を失うことにつながっていき

ますから、この点は今一歩踏み出してい

ただきましたけれども、改めて今年もそ

ういうことが予想されるということの中

で、一定の考え方を示していただきたい

と思います。

　雨水幹線の関係で６．６％アップする。

約４０％ぐらいになるんですか。これで

一旦終わりというふうなことになってい

くんでしょうか。そのほかに、たくさん

浸かっているところ、いろいろあるんで

すけれども、とりあえず財政の状況があ

りますから、ここで一旦幕を引くという

ようなことになっていくんか。

　そうではなしに、どの時点になるかわ

からないけれども、安威川以南の雨水幹

線整備計画、これを立てていくというふ

うな方向をお持ちなのかということを聞

いておきたいと思います。

　それから、家屋調査の関係で９８件分

とおっしゃったんですけど、過去にいろ

いろありまして、調査は終わった、これ

で異常ありませんかというふうに何回も

訪問されたんですけれども、留守で会え

なかったということで、かわりに勝手に

判子を押して、同意しましたというよう

な、そんな業者があったんです。そうい

う業者がおり、あとで、そんなん同意し

た覚えはないと。玄関の門柱が傾いてい

る、何とかしてくれというような話もあっ

たんですけれども、こういうトラブルは、

今は聞いていませんけれども、この家屋

調査を委託する業者、どれぐらいあるの

か教えて下さい。

　契約は、指名競争入札か、それから随

意契約か、どんな形になっているんか聞

かせていただきたいと思います。

　それから、十三高槻線のところは丁寧

に説明してくださいましたが、私が聞き

たいのは、なぜ繰越明許というふうな扱

いをしないのか。毎年予算化して、未執

行に終わって、また予算化するというよ

うなことを繰り返しているわけです。そ

ういう手続、これは会計上の問題ですか

ら、なぜそうなっていないのかなと素朴

に思うんですが、これを聞かせてくださ

い。

○野原修委員長　水洗化に関する件は答

弁で難しいようであれば、後刻資料で提

出して下さい。

　暫時休憩します。

（午前１１時５３分　休憩）

（午後　０時５９分　再開）

○野原修委員長　再開します。

　答弁を求めます、石川参事。

○石川土木下水道部参事　平成２５年度

の決算で黒字見込みというご質問でござ

いますけども、黒字となったとしても、
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それは基準外の繰出金プラス平準化債、

こういったもので黒字を確保していると

いう状況でございます。

　ですから、大幅な黒字となった場合は、

当然基準外の繰出金を減らす方向で一般

会計のほうには戻していかなければなら

ないと思っておりますので、大幅な黒字

というのは、まずあり得ないと。

　ですから、数百万円程度の黒字になる

と考えております。

　一般会計とのルールを確立すべきでは

ないかということでございますけども、

先ほども申し上げましたように、公共下

水道事業特別会計として、赤字にならな

いよう実質収支が黒字になるような繰り

出し、これは何とかしていこうというこ

とで財政方からは聞いておりますので、

それがいつまでという、そこまでの約束

はできておりませんけども、当分はそう

いうことで赤字にはならないような繰り

出しをしていただけるものと考えており

ます。

　それから、調整区域の八町地域の受益

者負担金でございますけども、額のほう

については先ほども申し上げましたよう

に、今の時点では確定しておりません。

　ただ、考え方といたしましては、今現

在、安威川以南４１０円という１平米当

たりの単価でございますので、これに都

市計画税相当を上増していく必要がある

なと。それをどの程度上乗せしていくの

か、ここら辺については、近隣の状況で

あるとか、もう少し内部的に議論を深め

ていって、慎重に決めていく必要がある

のかなと思っております。

○野原修委員長　山口次長。

○山口土木下水道部次長　まず、東日本

大震災の後に資材等、生コン等も人件費

も上昇したということでございます。ま

た、今後の予算もこれでできるのかとい

うご質問だったと思っております。

　私どもで調べましたんですけれども、

東日本大震災が発生してきたのが２０１

１年３月でございましたが、それ以降で

大きな物価の上昇は見られておりません。

　ただし、平成２３年度は品薄になると

いう噂がございました。平成２３年度は、

発注時に製品の確保に努めるように、特

記仕様書にも明記をした次第でございま

す。

　今後、また以前に物価上昇につきまし

ては、平成２０年、北京五輪が行われた

ときですけども、鋼材等の物価上昇が見

られております。このときは、国からの

単品のスライド条項の運用の活動がされ

ております。

　本市は、契約書の第２０条に、単品ス

ライドの条項を対応して、今後、物価上

昇などになった場合には、単品スライド

の条項の適応となるように行っていきた

いと考えております。

　続きまして、水洗化率についてでござ

いますけれども、平成２３年度の水洗化

率は９５．４％でございます。合流地域

では９８％、分流では９２．８％でござ

います。水洗化率を向上する取り組みで

ございますが、現在、職員による供用開

始区域内の未接続家屋の調査を終えまし

て、未接続家屋に対しまして契約活動を

実施しているところでございます。

　それと、未接続の原因でございますが、

経済的なものと、地主と家主と借家人の

関係とか、また、家屋の建てかえ時期の

問題等でございます。

　今後は、地道な啓発活動、及び改築時

のタイミングを逃さないように、啓発に

努めてまいりたいと考えております。

　続きまして、十三高槻線に伴いまして

の下水道の管渠布設工事の１，６００万

円について、繰越明許はしなかったのか
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というご質問でございますけども、事業

を繰越明許で繰り越しますと、その次年

度では繰越明許ではなく、地方自治法上、

事故繰越となります。事故とは、まさに

東日本大震災のような災害であり、今回

のような工事では事故繰越は使えないと

いうことになります。

　また、市が主体的に取り組む事業では、

明許繰越を採用いたしますが、この工事

は大阪府との協議が必要でございまして、

相手もあることでございますので、補正

で減額をして、当初予算で新たに計上さ

せてつないだものでございます。

○野原修委員長　樫本課長代理。

○樫本下水道事業課長代理　正雀地区の

調査が遅かったのではないかというご質

問についてお答えさせていただきます。

　前回、正雀地区につきましては、平成

の初めのほうに一度大きな被害を起こし

まして、それで一旦調査した経緯もござ

います。

　そのときもなかなか原因のほうは見つ

からなかったんですけれども、もう少し

視点を変えて、接続状況、いろいろな内

容、それからまた、ゲリラ降雨もありま

すので、昨今ゲリラ降雨が多いですので、

それに対してどういう感じなのかをちょっ

と改めて、今の現状に即した状態で、今

置かれている環境に即した状態で調べて

いきたいと。できる範囲もちょっと広範

囲に考えております。その中で、先ほど

もご答弁させていただいたとおり、対策

につきましても小さいものから大きなも

のまで、どのような可能性があるかまで

を何とか突き詰めていくまでを結論とし

て、改めてそれでさせていただきたいな

と考えている次第でございます。

　それから、安威川以南の雨水幹線整備

計画として、幹線が終われば終了なのか

というご質問についてお答えさせていた

だきます。

　もちろん、私どもといたしましても、

幹線が終わればそれでおしまいというこ

とは毛頭考えてはおりません。

　ただ、費用もかかることでもございま

すので、原課といたしましては、すぐに

できるものについては、既存の施設を使

いながらでも、雨水幹線が新しくできま

すと、水の流れる方向が変わってきたり

する可能性もございます。その中で、今

まで使っている既存の施設がより有効に

使えるようになる部分もあると考えてお

ります。

　その中で、少ない費用でより大きな効

果が得られるものにつきましては、いち

早くそれをやっていくようにしていきた

いと考えておりますし、また、それを見

つけるのも我々の仕事だと考えておりま

す。

　ですので、これで終わりというのでは

なくて、今後も大きな幹線から小さなと

ころまで、いろんな費用対効果を見なが

ら、財政事情を見ながら、今後も続けて

いきたいと考えております。

　それから、家屋調査の実態についての

ご質問でございますが、通年、私どもと

しましては、見積もりによる単価契約を

行っております。８社で単価契約の見積

もりを行っています。

　それから、今年度につきましても、家

屋調査等で調査の委託のほう、事前調査

の委託をさせておると思います。これに

つきましても６社参加の業者の中で入札

を行ってやってきた経緯がございます。

○野原修委員長　負担金、補助及び交付

金の分析と検証をどうされたかという点

についても答弁して下さい。

　石川参事。

○石川土木下水道部参事　日本下水道協

会等に対する負担金、こういったものの
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見直しが必要ではないかということでご

ざいますけども、先ほども説明させてい

ただいたように、確かに汚水整備につい

ては概成しているという状況ではござい

ますけども、引き続き雨水幹線の整備に

入っていかなければならないと。

　さらに、下水道資産がこれだけ増えて

きて、その資産を適切に維持管理してい

かなければならないと。長寿命化計画等

を策定して、計画的に改築・更新も進め

ていかなければならないと。維持管理の

時代に突入して、協会等でいろいろな研

究等もされておられますので、そういっ

た講演会、講習会等に参加していって、

いろんな知識を身につけていく必要があ

るのかなと思っております。

　ですから、こういった負担金について

は、今後も必要であるという今の認識で

ございます。

○野原修委員長　山本委員。

○山本靖一委員　きちっとしたご答弁を

いただけへんというのは非常に残念です

けれど、問題提起しているということに

ついては、真剣に受けとめていただきた

いということをお願いしておきます。

　幾つか改めてお尋ねしたいと思うんで

すが、使用料の関係は、約１８億でずっ

と推移しているわけです。黒字を確保し

ながら、料金改定はできるだけ避けてい

きたいと、そういうふうに受けとめたわ

けですけれども、繰り入れの、さじ加減

ですぐに赤字になるというのは間違いな

いわけですから、そのことについてはやっ

ぱり主体性を持って、部長が一般会計の

所管との交渉に臨んでいただきたい、ルー

ル化していただくように、そういう努力

を引き続きやっていただきたいと思いま

す。

　それで、平成２５年度の水道事業会計

を見ますと、マンション等集合住宅分納

付金が１億１，３６３万円、こういうふ

うになっているわけです。

　そうすると、先ほど使用料の関係で横

ばいというふうにおっしゃった。水道の

ほうでは、これだけの金額見てるのに、

下水のほうとしては伸びを見ていないと

いうことでしょうか。水道では前年から

比べて、随分伸びを見込んでます。新設

各戸分でも２，２４４万円としています。

そうすると、水道との連携を持てば、使

用料の伸び、もう少し見られたんではな

いかというような気がするんですけれど

も、ちゃんと調整してこの使用料になっ

たというふうな金額なんでしょうか。

　ずっと下水の整備をしていっている。

つないでいかれたというふうなことの中

で、これはやっぱり増えていくというふ

うに私は認識するわけですが、そうじゃ

ないんでしょうか。

　これは、市民全体の使用料、料金改定

にもつながっていく、そういうこととし

て捉えていますので、本当に１８億３，

５００万円がシビアな数字なのかという

ようなことで、改めて聞いておきたいと

思います。

　それから、一元化の関係でもう一度お

聞きしたいんですが、水道は３８人、下

水は１４人です。人員の関係では、随分

ぎりぎりなんだなと。このことによって、

多少は総務関係いうんですか、経理の関

係とかいろいろと重なっている部分は省

力化できるかなとも思ったりはするんで

すけれども、しかし、いざというときの

体制がそのことで確保できるのかという

ようなことで非常に危惧いたします。

　改めてどの程度の人員を考えておられ

るのか。今言いましたような人員体制で、

これ以上まだ省力化していくというふう

な、そういう想定の中で進んでおられる

のか。
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　それは、いざというときの体制として

可能なのかというようなことも含めて、

もう一度聞かせていただきたいと思いま

す。

　それから、正雀下水処理場の廃止に伴っ

て、吹田市との協定を結びました。調整

池のことが載っているんですけど、これ

は１０年の協定を結んでいるわけでして、

実際には５年ぐらいで廃止をしていきた

いというふうなことですけれども、もう

一度交渉に当たられて、具体的に最長１

０年というようなことなのかもしれませ

んけれども、これは、一日も早いほうが

いいわけですから、到達点を聞かせてい

ただきたいと思っています。

　それから、受益者負担金とかそういう

ところについては結構ですが、今、山口

次長の答弁聞いておったら、資材の金額

は上がっていないということでした。今

の現状をそういう認識でおられるんでしょ

うか。具体的に、震災の後で、それから

国の補正予算の関係で、非常に動きが早

いんです。これでおくれたら、入札の不

調ということは、どんどん出てきている

わけですし、摂津市にとったって、全部

の自治体が一斉に動くわけですから、目

に見えているわけです。そんな認識でい

いのかということを改めて指摘したいと

思います。

　部長、やっぱり今の次長の認識は、こ

れはそんなことで事に当たったんでは、

大変なことになるんじゃないかという、

思いがしますので、今の状況にあわせて、

やっぱり機動性を持って動いていくとい

う、そういう姿勢が必要だと思うんです

が、改めてお聞きしたいと思います。

　それから、水洗化率について、今お聞

きしたんですけれども、東別府を集中的

に今やっていただいていますけれども、

工事の終わったところの水洗化率は、ど

ういう状況になっているんでしょうか、

どういうふうに把握されているのかを教

えてください。

　それから、水洗便所改造助成金、これ

も今の答弁では、同じような形で行きま

すというようなお答え。これは、例えば、

以前は携帯電話の端末を、ただで渡して

いたんです。通話料で稼ぐというような

手法になってたんです。これと同じで、

つないでいただいて、使用料につながっ

ていく。つないでいただかんと、社会資

本も形にならない。そのことによって、

使用料の関係で市民全体に還元できる、

これは政策的にどうなのかという問題提

起をしています。お答えがないんやった

ら、それは結構ですけれども、いつまで

も引っ張っていくような問題じゃないよ

うに思いますが、できたらご答弁いただ

きたいと思います。

　それから、正雀地区の浸水の問題は、

原因等、早いこと答えを出していただい

て、お金との関係がありますから一気に

いかなくても、そういう方向性を地元の

方、住民の方に説明し、対処の仕方につ

いても、市としての考え方を持たなけれ

ば同じことを繰り返して、また行政に対

する不信が高まっていくと。そういうこ

との繰り返しになりますから、ここのと

ころはきちっとしていただきたいという

ふうに思っています。

○野原修委員長　石川参事。

○石川土木下水道部参事　平成２５年度

の下水道使用料を、どういうふうに算定

したのか、その算定根拠という質問かと

思いますけども、平成２５年度の当初予

算につきましては、平成２４年度の決算

見込みというのを大体十八億二千数百万

円ぐらいということで見込んでおります。

　そういう中で、平成２５年度について

は福祉減免等の廃止によって１，２００

－27－



万円程度の増加は見込めるだろうという

ことで、１８億３，５００万円というよ

うな予算計上をさせていただいておりま

す。

　水道のほうで納付金等が増えていると

いうことでございますけども、人口とし

てはほぼ横ばいなのかなと。

　さらに、節水ということも相変わらず

続いているというふうにも聞いておりま

すので、そういう中で使用料については、

先ほど申し上げましたように、平成２４

年度の決算見込み、十八億二千数百万円、

ほぼ横ばいで推移していく。これに福祉

減免の廃止による一千数百万円を加えた

額、これを予算額とさせていただいてお

ります。

　続きまして、一元化に伴う人員をどう

いうふうに考えているのかということで

ございますけども、下水道事業が法適用

となれば、法の全部適用ということを今

考えておりますけども、そうすると今ま

で以上に事務量が増えてまいります。人

事であったり検査関係であったり、今ま

で以上に事務量が増える中で、経理等共

通する分野もございますので、人事とか

経理とかそういったところで、今の水道

の会計と共通する業務がございますから、

本来ならそういう業務に伴って人をふや

さなければならないんですけども、水道

と統合することによって、人員の増とい

うのは防げるのではないかということで、

人員を今以上に大きく減らすということ

は考えておりません。現状維持ぐらいか

なというのが今の時点の思いでございま

す。

　それから、吹田市の正雀下水処理場の

跡地に調整池を吹田市が予定されていま

す。吹田市との協定では、１０年以内と

いうことになっておりまして、我々も１

０年以内ということですが、できるだけ

期間の短縮に努めてくださいということ

は言っております。

　ただ、それが具体的に何年なのかとい

うのは、今の時点で我々も把握しており

ません。今後、吹田市と協議していきな

がら、調整池の設置期間を短縮するよう

努めてまいります。

○野原修委員長　山口次長。

○山口土木下水道部次長　先ほど、東日

本大震災の関係で、資材等が高騰してい

るということでございます。

　確かに、被災された３県では、資材等

がかなり高騰しているのは確かでござい

ます。

　ただ、この建設物価で見ますと、その

３県以外のほうはそんなに値上げはして

ないという状況でございます。

　ただ、先ほども言いましたけれども、

今後、物価上昇となった場合には、単品

スライド条項の適用を回答いたしまして、

私どももそのとおりしていきたいと思っ

ております。

○野原修委員長　樫本課長代理。

○樫本下水道事業課長代理　昨年度行い

ました、東別府についての水洗化率の状

況について、ご質問にお答えさせていた

だきます。

　平成２３年度につきましては、７１か

所の汚水桝を設置させていただきました。

今年の２月末時点で、水洗化の届け出が

出てるのは１５件、率にして約２１％と

なっております。

○野原修委員長　政策的な新たな取り組

みについても答弁して下さい。

　樫本課長代理。

○樫本下水道事業課長代理　今後の取り

組みについてお答えさせていただきます。

　私どもも現場のほう行っても、非常に

数が少ないという感覚は当然持っており

ました。それで、地元の方に聞いたりも
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した中で、先ほど委員のおっしゃったと

おり、ご高齢化されている、今すぐ換え

るお金、急なお金がなかなかないという

ような話をよく聞いております。

　説明は、工事のほ説明会のときにも説

明を行っておるんですけれども、それか

ら時間が経ちますと、なかなかそれを覚

えておられる方が少ないということも聞

いておりますので、貸付金及び助成金の

制度そのものについてのご認識が低いと

いうこともあります。

　まだ今年も東別府の住宅のほうにつき

ましては、工事の案内等でうかがいます

ので、その際には、以前工事を行った場

所につきましても、改めてそういう制度

とか仕組みについてご説明させていくよ

うな方法、いろんな方法を使いまして、

改めて水洗化にできるような状況に理解

をしていただくような雰囲気づくりをやっ

ていきたいなと考えております。

○野原修委員長　石川参事。

○石川土木下水道部参事　水道部との調

整ができているのかというようなご質問

もございまして、その答弁が漏れており

ましたけども、水道部のほうからは、大

口の事業所で一部節水計画がありますよ

というような情報はもらっておりますけ

ども、今言われました水道納付金につい

ての情報は入手しておりませんので。使

用料については、人口がほぼ横ばいで節

水も相変わらず続いているという中で、

先ほど申し上げたような予算を計上して

いるところでございます。

○野原修委員長　山本委員。

○山本靖一委員　所管としての努力をし

ていただきたいというところは、やっぱ

り気になるんです。さっき言いましたよ

うに、水道との連携で今、金額を聞いて

いないというようなお話なんですけれど

も、自前で努力するという、自前で情報

をつかむという、そういうことの部分が

欠けているんではないかというのは思い

ますので、そのことが数字にあらわれて

いるなと。

　したがって、水道との一元化とかいう

ふうなお話の前に、もっとも情報を共有

するという、お互いに努力していくとい

うふうなことが大事じゃないかなと、こ

れは苦言を呈しておきたいと思います。

　それから、政策的な面でさっき言いま

したけれども、今の到達点はそうかもし

れませんけれども、何回も言いますけれ

ども、水洗化率を高めるための政策的な

面、これは考えるべきではないか。考え

ていきたいというふうな答弁も部長のほ

うから過去お聞きした経過がありますか

ら、３年、４年先では余り効き目がない

わけですから、東別府も入りましたけど、

これを誘導するために何が必要かという

ふうなことからいえば、改めて部長のほ

うからもう一度お聞きしたいと思うんで

す。

　それから、物価の高騰、さっきおっしゃっ

たようなことやったら対応できますが、

そういう生易しいものでは絶対ないと思

うんです。やっぱり契約単価というのは

上がってくると思うんです。できるだけ

早いこと設計をして、早いこと発注をす

ると。そういうことを機敏にやらへんか

ら、どこの自治体でも同じことを考えて

やっていきよるわけですから、そういう

意識がおありですかというような話を聞

いているわけです。

　この点についても、きちっと答えてく

ださい。

○野原修委員長　山口次長。

○山口土木下水道部次長　物価の上昇に

伴いまして、今年度２５年度を予定して

いる分は、なるべく早期に設計し、発注

するように努力してまいりたいと思って
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おります。

　よろしくお願いいたします。

○野原修委員長　藤井部長。

○藤井土木下水道部長　以前に申し上げ

たと思いますが、水洗化率向上について、

なにがいいのか。助成金は１件あたり５，

０００円ということで、現在もやらして

いただいておるわけなんですけども、や

はりお金があればつないでいただけるの

か、それとも他の理由があるのか等につ

いても検証しながらと、あと内部的に議

論しておりますのは、汲取りの他、単独

浄化槽、それから合併浄化槽があって、

一番お金かかっておりますのは合併浄化

槽です。その次に単独浄化槽は、昔なが

らの汲取り便所だけですけれども、それ

ほどお金かかっておりません。

　しかしながら、逆に排水設備をするに

は一番お金がかかるのは汲取り便所とい

うことになろうかと思いますので、この

辺につきましても、私どもの見解としま

しては助成金に差をつけるべきではない

のかというようなことを含めまして、一

定がいいのか、差をつけるのがいいのか、

それから幾らがいいのか。それと時期で

す。担当から答弁がありましたように、

東別府地域は平成２５年度をもちまして、

最終の工事に着手するわけでございます。

当たり前のことですが、平成２４年度施

工させていただいた水洗化に対しては、

今年の９月から供用開始ということにな

りますので、平成２５年度の工事を待っ

てますと、来年の９月からが平成２５年

度工事させていただいた方々の水洗化し

てくださいよということで、供用開始を

図らせていただくというような順番でま

いってまいりますので、最終の方々まで

となると、来年、再来年の９月頃になっ

てしまうというようなことの時期も含め

まして、まだ、初年度に対してのところ

しか供用開始しておりません。平成２３

年度に工事させていただいたところが、

昨年の９月１日をもって供用開始させて

いただいたというところの水洗化率が２

３パーセントですので、この時期をどう

判断するのか等も含めまして、内部的に

額、時期、どのようにするかというもの

を至急詰めてまいりたいと、こう思って

おります。

○野原修委員長　山本委員の質疑が終わ

りました。

　原田委員の社会資本整備総合交付金の

質疑への答弁をお願いします。

　藤井部長。

○藤井土木下水道部長　それでは原田委

員の質疑で、社会資本整備総合交付金の

内容についてもう少し詳しくということ

だったと思います。この内容につきまし

ては、平成２４年度に向けまして、補助

要望といたしまして、１億８，０００万

円の事業費を対象に補助要望をさせてい

ただきました。そのときの当初の予算と

いたしましては、当初からの補助金とい

たしましては、１億８，０００万円に対

しての補助率２分の１でございます。そ

のうちの６５％がついてくるのではない

のかというような予測から、当初の歳入

予定を５，８５０万円とさせていただき

ました。しかし、一番最初にまいりまし

た補助金といたしましては、７，１１０

万円ということで、この時点で１，２６

０万円の上澄みが予測よりあったという

ことでしたが、継続でずっと要望をかけ

てまいりまして、時間はあいたんですが、

１１月の時点でプラス５００万円、最終

ぎりぎりまでずっと要望を重ねておりま

して、今年の２月の時点で５００万円が

ついてまいりまして、トータル２，２６

０万円の補助金が増額になったというこ

とで、今回この２，２６０万円を補正で
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上澄みさせていただいたという内容でご

ざいます。よろしくお願いいたします。

○野原修委員長　原田委員よろしいです

か。

○原田平委員　結構です。

○野原修委員長　ほかに、木村委員。

○木村勝彦委員　意見だけ申し上げてお

きたいと思います。先ほど、山本委員の

質疑にもありましたように、東別府の下

水工事が今進められておりますけれども、

そこでどういう事態が起こっております

かというと、元請から受けた下請の業者

が工事をやってる。しかし、技術者が不

足して工事の方法が分からないというこ

とで、ほかの業者に教えてもらいにいっ

たと。しかし、そういうことで教えても

らっても、すぐにのみこめないというこ

ともあって、部分的にこの部分はあんた

とこやってくれへんかというようなこと

になってしまって、下請の孫請みたいな

形、そんなことできへんということで断

られた業者がいらっしゃると聞いてます。

そういう点では、やはり市内業者も技術

者の不足、それと技術者を養成する余裕

がないということで、決定的な技術者不

足になっております。

　今後、東日本大震災でどんどんとそう

いう技術者とか、原材料が向こうへ行っ

てしまうということで、技術者あるいは

資材の不足ということが起こってくると

いうことは歴然とした事実として私はあ

ると思います。現に東北地方では大きな

工事はゼネコンがやるけれども、それ以

外の中小の工事等について非常に入札不

調に陥っているというケースがあったと

いうふうに新聞でも報道されておりまし

た。そういった点では、決定的にこれか

ら、摂津市もそういう資材不足、あるい

は技術者不足が起こってくると思います。

先ほど申し上げましたように、孫請のと

ころまでいってしまうというような形の

中で工事が進められて、その工事の結果

の検査態勢がきっちり整っておらないと、

工事が終わってすぐに道路に水がたまっ

ているというようなケースも私は見受け

ます。そういう点で、人員を６００人態

勢に持っていくというのは大事ですけれ

ども、やっぱり必要な部署には人を配置

しておくということで、そういう検査態

勢をしっかりやっていくということを私

は望んでおきたいと思います。

　もう一つ付け加えますと、所管は違い

ますけれども、例えばごみのパッカー車、

今は注文をしてもすぐには納品されない

そうです。半年、１年かかってしまうと。

だから、取りあえず中古でも買っておこ

うといったところで、中古のパッカー車

も東北地方へ行ってしまってないという

ような事態が起こっておりますから、そ

うなってくると、摂津市の事業推進大変

困難になってくることが予測をされます。

そういう点では、摂津市が他市に遅れて

おったんではないかというような意見も

あります。これからの摂津市の事業を推

進していく上で、そういう諸問題につい

てこれからどういう対処をしていくかと

いうことの認識を十分持ってもらって、

工事が止まってしまう、遅れてしまうと

いうことにならないように、きっちりと

管理をしてもらうということを意見とし

て申し上げておきたいと思います。

○野原修委員長　以上で質疑を終わりま

す。

　続いて、議案第２９号の審査を行いま

す。本件については補足説明を省略し、

質疑に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○野原修委員長　質疑なしと認め、質疑

を終わります。

　暫時休憩します。
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（午後１時３５分　休憩）

（午後１時３７分　再開）

○野原修委員長　再開します。

　議案第２号及び議案第１０号の審査を

行います。

　本２件のうち議案第１０号については、

補足説明を省略し、議案第２号について

補足説明を求めます。

　宮川水道部長。

○宮川水道部長　議案第２号、平成２５

年度摂津市水道事業会計予算につきまし

て、目を追って主なものについて補足説

明をさせていただきます。

　それでは、予算書の２４ページをお開

き願います。平成２５年度摂津市水道事

業会計予算実施計画説明書をご参照願い

ます。２４ページから２７ページにかけ

まして、１、収益的収入でございますが、

款１、水道事業収益，項１、営業収益、

目１、給水収益では、前年度に比べ６１

７万６，０００円の減額となっておりま

す。この理由といたしましては、近年の

節水意識の高まりなどの影響によって水

需要が減少すると見込んだものでござい

ます。

　目２、受託工事収益では、前年度に比

べ６９７万円の減額となっております。

これは受託事業であります公共下水道工

事に伴う給配水管移設工事などが減少す

ることによるものでございます。

　目３、その他営業収益では、前年度に

比べ２６万２，０００円の増額となって

おります。この主な理由といたしまして

は、マンション等の新築及び建てかえな

ど住宅建設の増加などにより、設計審査

手数料や工事検査手数料が増加すると見

込んだものでございます。

　目４、受託事業収益では、前年度に比

べ８２万９，０００円の増額となってお

ります。この主な理由といたしましては、

下水道使用料徴収受託料の増加によるも

のでございます。

　目５、他会計負担金は、前年度に比べ

１９９万３，０００円の増額となってお

ります。この主な理由といたしましては、

消火栓管理負担金を計上いたしましたこ

とによるものでございます。

　項２、営業外収益、目１、受取利息及

び配当金では、前年度に比べ８０万４，

０００円の増額となっております。この

理由といたしましては、金利の上昇によ

り預金利息が増加すると見込んだもので

ございます。

　目２、土地物件収益では、前年度と同

額の３１８万２，０００円を見込んでお

ります。この内容といたしましては、土

地使用料は中央送水所及び鳥飼送水所の

用地賃貸料、施設使用料は太中浄水場の

施設賃貸料でございます。

　目３、雑収益では、前年度と同額の１

１万２，０００円を見込んでおります。

　２６ページ、目４、納付金では、前年

度に比べ７，９０６万５，０００円の増

額となっております。この主な理由とい

たしましては、住宅開発の増加を見込ん

だものでございます。

　目５、他会計負担金では、前年度に比

べ２，２１６万５，０００円の減額となっ

ております。この主な理由といたしまし

ては、水道料金減免負担金にかかります

一般会計からの負担金などの減少を見込

んだものでございます。

　次に、２６ページから４３ページにか

けまして、２、収益的支出でございます

が、款１、水道事業費用、項１、営業費

用、目１、原水・浄水及び送水費では、

前年度に比べ３，０８７万７，０００円

の増額となっております。この主な理由

といたしましては、大阪広域水道企業団

からの受水費などが減少いたしますもの
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の、運転監視業務や耐震診断業務に係る

委託料、電気料金の値上げによる動力費

などが増加することによるものでござい

ます。

　３０ページをお開き願います。目２、

配水給水費では、前年度に比べ２０５万

８，０００円の増額となっております。

この主な理由といたしましては、調査業

務に係る委託料などが減少いたしますも

のの、給水管切りかえに係る工事請負費

などが増加することによるものでござい

ます。

　３４ページ、目３、受託工事費では、

前年度に比べ５００万６，０００円の減

額となっております。この主な理由とい

たしましては、受託事業である公共下水

道工事に伴う給配水管移設工事などが減

少することによるものでございます。

　目４、業務費では、前年度に比べ１３

８万４，０００円の減額となっておりま

す。この主な理由といたしましては、人

件費などが減少いたしましたことによる

ものでございます。

　３８ページ、目５、総係費では、前年

度に比べ１，４８７万５，０００円の増

各となっております。この主な理由とい

たしましては、別館屋根等の塗装に係る

工事請負費などが増加することによるも

のでございます。

　４２ページ、目６、減価償却費では、

前年度に比べ３，８９６万３，０００円

の増額となっております。この理由とい

たしましては、中央送水所ポンプ室更新

工事等に係る機械及び装置などの減価償

却費が増加することによるものでござい

ます。

　目７、資産減耗費では、前年度に比べ

８，６０５万４，０００円の減額となっ

ております。この理由といたしましては、

平成２４年度に実施いたしました旧鳥飼

送水所配水池の撤去による構築物などの

固定資産除却費が減少することによるも

のでございます。

　次に、項２、営業外費用、目１、支払

利息及び企業債取扱諸費では、前年度に

比べ９０５万６，０００円の減額となっ

ております。これは企業債借入残高の減

少に伴う企業債利息の減少によるもので

ございます。

　目２、消費税では、前年度に比べ１，

０４２万８，０００円の増額となってお

ります。これは税務署に納めます消費税

及び地方消費税の納税額を予定している

ものでございます。

　目３、雑支出では、前年度に比べ４０

万７，０００円の増額となっております。

この内容といたしましては、水道料金の

過年度還付金などでございます。

　次に、項３、予備費、目１、予備費で

は、前年度と同額の１，０００万円となっ

ております。

　続きまして、４４ページ、３、資本的

収入についてでございますが、款１、資

本的収入、項１、企業債、目１、企業債

では、前年度と比べ１，０００万円の減

額となっております。これは配水管整備

事業の起債の減額を予定いたしたもので

ございます。

　項２、工事負担金、目１、工事負担金

では、前年度と同額の９０万円となって

おります。これは消火栓３基の設置に係

る負担金を予定しているものでございま

す。

　次に、資本的支出でございますが、款

１、資本的支出、項１、建設改良費、目

１、施設改修費では、前年度に比べ２億

２，０９３万１，０００円の減額となっ

ております。これは工事請負費が減少し

たもので、その内容は前年度に引き続き

中央送水所のポンプ室更新工事及び鳥飼
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送水所の無停電電源装置等の更新工事な

どを行うものでございます。

　目２、固定資産取得費では、前年度に

比べ２３７万７，０００円の増額となっ

ております。この主な理由といたしまし

ては、工具、器具及び備品などの購入費

が減少するものの、機械及び装置の購入

費が増加いたすことによるものでござい

ます。

　目３、配水管整備事業費では、前年度

に比べ３，９３８万６，０００円の増額

となっております。この主な理由といた

しましては、配水管布設工事に係る工事

請負費などが増加いたしますことによる

ものでございます。

　４６ページ、項２、企業債償還金、目

１、企業債償還金では、前年度に比べ１

５７万円の増額となっております。この

内容といたしましては、企業債元金償還

金でございます。

　項３、予備費の目１、予備費では、前

年度と同額の５００万円を計上いたして

おります。

　以上、平成２５年度摂津市水道事業会

計予算の補足説明とさせていただきます。

○野原修委員長　説明が終わり、質疑に

入ります。

　山本委員。

○山本靖一委員　補正予算で、お聞きし

たいと思います。

　３ページ、特別損失を１，３６２万２，

０００円上げられています。この具体的

な内容を教えてください。

　それから、施設改修費ということで３

億１，９４０万８，０００円、これが４，

８９２万円の減額になっています。これ

は入札の関係なんかで随分入札差金を出

すように努力されてきたというふうには

思ったりはするんですけれども、落札率

とか、決算審査の委員会でいろいろお尋

ねしたこともありますし、それから一般

質問でもお尋ねした経緯がありますから、

そういうことが少し影響あるんかなと思っ

たりはするんですけれども、どういう形

でこの状況になったのか教えていただき

たいと思います。

　それから、５ページ、剰余金のほうで

は少し減ってきました。約２４億５，０

００万円やったんが約３億６，３５０万

円の減額ですか、大体２０億８，０００

万円ぐらいになってきた。平成２５年度

は２２億８，０００万円ぐらいだったと

思うんですが、少し増えたというふうな

計算で、これは後でお聞きしますけれど

も、この剰余金の関係で預金利子とかい

ろいろとあるんですけれども、資金運用

ということで一般会計の一時借り入れと

いうような形で水道のほうから貸してい

た経過もありました。これがもうなくなっ

てしまったんですけれども、どの程度資

金運用ができるのかと思ったりするんで

す。手持ち金がどうしても必要だとか、

１８億円ぐらいをずっと預金の形で持っ

ておられるんですけれども、全体として

やっぱり資金運用、危険なとこには投資

できませんけれども、一定そういう方向

性、持ってるお金を有利な形で資金運用

するというのはあると思いますけれども、

一般会計との相談もしないといけません

けれども、そういう方向についてどうい

うふうに考えてきたか聞かせていただき

たいと思います。

　それから、平成２５年の当初予算の９

ページ、予定損益計算書で当年度純利益

が約１億１，６５４万円、当年度未処分

利益剰余金合計は約７億１３２万円で黒

字、１１ページになるんですけれども、

こちらも当年度未処分利益剰余金８億７，

３２１万円余り、１億７，２００万円ほ

どの黒字になる計算ですけれども、大き
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な要因について聞かせていただきたいと

思います。

　大阪広域水道企業団が水道料金を４月

１日から７８円から７５円に値下げする

関係も影響があるというふうに１つは思っ

たりしますし、それから納付金が前年度

比で７，９０６万円増えていると、この

関係で節水の関係の分をクリアして、さ

らに黒字になっていくんかなと。そうす

ると平成２５年度の利益剰余金の合計で

言えば、２０億８，０００万円ぐらいか

ら２２億８，０００万円で、２億ほど増

えていく、そんなことになっていくのか

なと思うんですけれども、この黒字になっ

ていく要因、自然減がいろいろあります

けれども、そういう中で黒字のほうに大

きく転換しているいうのは、そういう要

因についてどういうふうに見ておられる

か聞かせていただきたいと思います。

　それから、これは全体の関係なんです

けれども、浄水送水施設整備計画の見直

しです。平成２４年度は中央送水所ポン

プ室更新工事（２期工事）、配水ポンプ

３台等を合わせて３億１０９万４，００

０円というようなことになっていた。平

成２５年度は配水ポンプ１台とエンジン

駆動装置とかいろいろありまして１億４，

９４４万１，０００円、これはほとんど

変わりはないのか。見直しかけておられ

ませんから、新しい計画になっているの

かどうかようわかりませんけれども、フ

ラット化していく、全体の支出を抑えて

いくというようなそういうこともあるん

ですけれども、先ほどの下水特会のほう

でも申し上げたんですが、東日本大震災

の関係で資材の高騰、それから人件費の

高騰、それから生コンが４３％上がって

るとかいろんなことが伝えられる。日々

刻々そういうふうな状況になってきてい

ます。そうすると、こういう大きな仕事

を発注するときに避けて通れない、しか

も全国的に国の補正の関係でいろんな事

態が一遍に動き出してくるということで

すから、この計画がそのままいけるかど

うかというのは非常に不安に私は思うわ

けです。入札不調というのは、東北の関

係で、きのうも宮城の事業について、小

さい事業も入札を何回繰り返しても落札

しないというようなそんなことが起こっ

ていましたから、恐らくこの摂津市の水

道についてもいろんなことが想定される

というふうな思いがするわけです。した

がって、この計画の見直し、先に持って

くるとかいろいろ考え方があると思うん

ですけれども、先々不透明ですから、そ

の辺の考え方を整理していく必要がある

と思っているんですが、特に水道メーター

とか、そういうことをどういうふうに認

識されているか、どういうふうな対応を

考えておられるかということを聞いてお

きたいと思います。

　それから、２４ページ、先ほど言いま

したけれども、預金利息は１４０万７，

０００円、例えば５億を貸し付けると、

０．８％でも４００万円ぐらいの、そん

な資金運用ができます。一般会計のほう

は、財産区財産のお金を借りて運用され

ているというふうに聞いてるんですけれ

ども、そこだけに任せないで水道のほう

もお金があったらそういう資金運用の仕

方が復活してもいいんではないかという

ような思いがあるんですけれども、これ

はどうでしょうか。約２２億８，２７０

万円、これが平成２５年度の剰余金合計

というふうに書いてあると思うんですが、

その中でどれだけの金額が運用できるの

か、先ほどのと重なりますけれども、教

えていただきたいなと思います。

　それから２４ページ、給水収益が前年

度比較で約６１７万円の減額です。先ほ
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ど説明がありましたけれども、率にして

どれぐらいになるんでしょう。自然減と、

同時に納付金の関係で給水戸数が増えて

いく、足して引いて、その部分でどうい

うふうな状況になっていくのか教えてい

ただきたいと思うんです。納付金は、戸

建ての場合は２，２４４万４，０００円、

それからマンションの集合住宅は１億１，

３６３万６，０００円です。随分大きな

金額で、出たり入ったりいろいろありま

すけれども、こういう大きな要素がなけ

ればどれぐらい給水収益が減っていくと

か、もう少し教えていただきたいと思い

ます。

　それから、先ほども言ったんですけれ

ども、企業団からの受水費の関係で、承

認水量は７１３万トンでしたか、ここの

ところはまた変わっていないのか、この

辺もあわせて教えていただきたいと思い

ます。

　それから、２９ページ、節１４の委託

料で１億２，２３２万１，０００円、た

くさんの項目があるんですけれども、こ

れは原田委員がよくお尋ねになっていま

すけれども、随意契約というものはこの

契約の中にはありませんか。すべて答え

ていただきたいということではないんで

すけれども、一つ一つきちっと競争の原

理にかけていくという、見直しをかけて

いくというような話で何回も言われてい

ますから、どういう努力をされているの

かというようなことを聞いておきたいと

思います。

　それから、４１ページ、水道ビジョン

等策定業務委託料で１，０００万円を組

んでおられると思います。単純に自前で

できないのでしょうか。これはコンサル

に委託をしてというふうなことでやられ

るんだと思うんですけれども、３８人の

体制で人員的にも厳しいというのはわか

らんことはないんですけれども、委託料

１，０００万円も上げているんですけれ

ども、委託ということでそういう選択し

かなかったのかということを聞かせてい

ただきたいと思います。

　それから、４３ページの減価償却費の

関係です。平成２４年度の約３億３，０

００万円から約３，９００万円増えた。

恐らく、平成２４年度の事業の関係から

減価償却費が増えたというふうに認識す

るわけですけれども、これは定率と、そ

れから定額とそれぞれ当てはめてやって

おられるんだと思うんですけれども、従

来どおりの減価償却費の出し方なんでしょ

うか。国が決めてきた率に掛けてという

ことだと思うんですが、実際の施設にし

ても機械にしても耐用年数というのは随

分変化してきてると思うんです。減価償

却を大きく積むということは後々資金運

用に便利になるんですけれども、この減

価償却が膨らむことによって全体の会計

もまた違った姿に見えてきますので、そ

の辺でどういう動きをされているのかを

教えていただきたいと思います。

　それから、全体として資材の話をしま

した。それから電気代、燃料、これは高

騰してきていますから、そういうふうな

ものを平成２５年度の事業の中でどうい

うふうに見ておられるのか、そういうの

を見込んで予算化されているんかどうか

いうことを改めて聞いておきたいと思い

ます。

　それから、入札の問題です。具体的な

数字で随分お聞きしたんですけれども、

総務部のほうで入札についていろいろと

工夫を凝らしていくということで、もう

少し競争が働くようにして、たくさんの

業者に集まっていただいて入札に参加し

ていただくというようなことも総務部の

ほうでは考えておられるんです。実際に
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やっていくかどうかは別にしてもそうい

う状況になってきてるんです。水道部の

ほうは平均の落札率が非常に高い位置に

ありました。物によっていろいろなんで

すけれども、全体として経費を抑えてい

くというようなことの中で、水道部とし

てどういう見直しをかけてこられたのか

というようなことをお尋ねしたいと思い

ます。

○野原修委員長　小明課長。

○小明営業課長　それでは、補正予算の

不納欠損についての内訳を申し上げます。

　不納欠損につきましては、近年の経済

不況によります企業の倒産や個人の破産

などにより増加する傾向になっておりま

す。

　内容につきましては、今回、総対象者

４０６件でございます。欠損額は１，３

６２万１，１５９円となっております。

その内訳は、転出不明によるもので３４

４件の４０８万４，４６０円、それから

会社倒産によるもので４０件でございま

す。金額が９３６万６７６円、それから

本人死亡によるものが２２件、金額が１

７万６，０２３円となっております。た

だ、今回、前年度から増加いたしており

ますが、転出先不明、本人死亡等につき

ましては減少はいたしておりますが、大

口の会社倒産が１件ございまして、１件

で約８００万円程度の欠損金が出ている。

これが大きな要因だと考えております。

○野原修委員長　豊田参事。

○豊田水道部参事　それでは、私から資

金運用の点についてまずご説明をさせて

いただきたいと思います。

　委員のご指摘のとおり、約２０億円の

資金があるということで、それにつきま

しては、現在２０億１，０００万円、こ

れを定期預金で運用させていただいてお

ります。その定期預金につきましても起

債等の返還と支払いが多くなる時期があ

りますので、それに合わせて半年なり１

年なりという形で運用させていただいて

いるところでございます。

　定期のほかにも何か運用の方法はない

かとのお問いもあったかのように思いま

す。それにつきましては、ご指摘のよう

に貸し付けという形でしていた時期もご

ざいました。これにつきましては、一般

会計から一時的に貸し付けてくれないか

ということで、その時期、水道部のほう

で融通できる金額を使っていただいてい

たということはございますけども、今の

ところそういうことはございませんので、

水道部としましては、やはり安全な形で

の運用ということで定期預金、それも銀

行が倒産した場合にこれがなくなっては

いけませんので、相殺できる範囲の中で

定期預金で預けて運用させていただいて

いるという状況でございます。

　剰余金につきましてですけども、剰余

金につきましては、これはやはり毎年の

経営にかかわってくることなので、毎年

の状況によって増減しているかと思いま

す。ただ、この剰余金につきましては、

だんだん収益のほうが悪くなってきてる

ということで、今後につきましては、悪

くなっていくというふうに考えておると

ころでございます。

　あと随意契約についてのお問いがあっ

たかと思います。

　随意契約につきましては、委託内容の

特質上せざるを得ないケースもあるとい

うことは、認識しておるところでござい

ます。しかしながら、委員のご指摘のと

おり、費用を抑える面では競争の原理を

働かさなければならないということで、

契約の担当している者として、その辺は

きっちりしなければいけないと認識して

おりますので、今後につきましても競争
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原理が働く部分については、入札なり、

見積もりを合わせるなり、そういった形

での契約に努めていきたいと思っており

ます。

　それと、水道ビジョンにつきましてで

すけども、自前でできないかということ

でございますが、これにつきましては、

現在かなり水道の収益が減ってきてると

いう状況の中で、今後の経営をどうして

いくかということを明らかにしていかな

ければならないという時代になってきた

という認識の中から、今後の経営をどう

していくかというビジョンの策定計画を

考えさせていただいているところでござ

います。

　それにつきまして、職員だけでできな

いかということなんですが、人員的なこ

ともございますのでしんどいかなという

こともありますし、また、第三者的な目

で経営について判断していただくという

部分につきましても必要かと考えまして、

費用はかかるんですけども、委託という

ことで今回お願いしているところでござ

います。

　減価償却費についてでございますが、

減価償却費が今回増えたということでご

ざいますけども、この計算方法について

は従来どおり同じやり方でやらさせてい

ただいております。今回増えた分につき

ましては、平成２４年度に中央送水所の

ポンプ室等々、そういうふうな大きなや

りかえがございましたので、それが新し

くなったことにつきまして、その減価償

却額が増えたということでございます。

　それと、予算でいろんなことを見込ん

でしているのかということですけども、

予算要求する前に各課の財政計画という

形で今後の見込みを出していただいて、

その辺はいろんなことを検討した結果、

トータルで予算化させていただいている

ところでございますので、今後どうなる

かということも含めて考え、予算化させ

ていただいているということでご理解願

いたいと思います。

　あと入札について、一般部局のほうで

見直しされているということで、水道部

としてどういう見直しをされてるかとい

うことなんですけども、水道部としまし

ても、今、一般部局と足並みをそろえて

この辺についてはしていかなければなら

ないと思ってますので、一般部局の動向

を見ながら、それに合わせて改善できる

ところについては、よくなるようにして

いきたいと思っております。

○野原修委員長　渡辺次長。

○渡辺水道部次長　それでは、山本委員

の質疑にご答弁させていただきたいと思

います。

　まず、補正予算の内容でございます。

施設改修費の落札の度合いということで、

施設改修費といたしまして当初予算とし

て３億円の予算を組ませていただいてお

りました。平成２４年度、中央送水所の

施設整備工事ということでポンプ３台の

取替え、それと鳥飼送水所４号配水ポン

プ用の電動機整備という発注をかけさせ

ていただいております。それぞれ予算額

に対して中央送水所につきましては約７

２．９％、あと鳥飼送水所につきまして

は８６．３％というような内容での契約

金額となってございます。すべて一般競

争入札という形で行わさせていただいて

おります。

　それと、施設整備計画ということで委

員にご配付させていただいております内

容で、今後、東日本大震災を受けまして

電気代であったり、資機材の高騰等があ

る中で、そのままでいくのかというお問

いかと思います。

　今の状況で平成２５年度につきまして
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は施設整備計画の内容のとおりで実施し

てまいりたいというふうに考えておりま

す。しかし、今後、そういう社会情勢が

変わってくるというような状況も考えて

まいりますと、先ほど豊田参事からの答

弁にもありましたが、水道ビジョンの中

で、経営及び今後の水道部の矛先、この

あたりをそのビジョンの中で検討し、同

じような形で今の資機材等についても精

査しながら、年次計画についてもさわら

る状況が生まれるようであればさわって

いくというような方向で考えておるとこ

ろでございます。

　それと、企業団からの受水料の話でご

ざいます。

　承認水量という形でご存知いただいて

おるわけなんですけれども、平成２４年

度につきましては、予算当初は７１８万

トンという形で承認水量の中で動かして

いただいておりました。その中でご存知

のとおり、節水意識の高まりによります

受水量の減少、収益の減少、これに伴い

まして企業団のほうへの申し入れを行い、

６月から７月にかけて行った中で１０万

トンの減を認めていただきまして、現在、

平成２４年度で７０８万トンの承認水量

という形の中で動かさせていただいてお

ります。

　ご存知のとおり、平成２０年当時から

配水量につきましてはどんどん減ってお

ります。今の節水意識という形の中で減っ

ていってるんであろうと思うんですけれ

ども、平成２５年度の予算につきまして

も、新築等が発生しましても節水という

のが出てまいります。そんなことの中で、

やはり平成２５年度につきましても同じ

ような形で減少していくだろうというこ

とで、７０８万トンの承認水量のもとに

計画を立てさせていただいているという

ような状況でございます。

○野原修委員長　豊田参事。

○豊田水道部参事　すいません。１点、

答弁が漏れておりました。剰余金が増え

ているということで、その大きな要因に

ついては何かということでのご答弁をさ

せていただきたいと思います。

　これにつきましては、収益的収支の中

で増減が毎年あるかと思っております。

増えた大きな要因については、委員のご

指摘のとおり、納付金が増えることによっ

て、収益が改善されたことによって剰余

金が増えているということで認識してお

ります。

○野原修委員長　渡辺次長。

○渡辺水道部次長　答弁が漏れておりま

して、委託料の関係で契約方法について

というお問いであったかと思います。

　非常に細かい内容で並んでおるんです

けれども、それぞれどうしても電気保安

点検業務であったり、あと自家発電の点

検業務等どうしてもメーカーサイドの機

器の点検等になってくる関係上、随意契

約を結ばさせていただいているところが

やはり今も残っております。その中で極

力そういう１社のメーカーに頼らない部

分についての発注については、競争入札

でもって実施をさせていただいていると

いう実態もございます。そんな中、今、

随意契約しておる状況のものもあるんで

すけれども、やはり今後はそういうメー

カー部品に偏らないというような状況で

の入札ができればというふうなことも視

野に入れながら検討のほうはしてまいり

たいと思っておりますので、よろしくお

願いしたいと思います。

○野原修委員長　小明課長。

○小明営業課長　それでは、給水収益に

ついてお答え申し上げます。

　６１７万円減で率にしてどれぐらいか

というお問いであったと思うんですが、
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平成２４年度当初予算からいきますと約

１．３％ぐらいの減少で見込んでおりま

す。平成２３年度の財政計画の折には、

年々１．７％ぐらいの減少傾向にあるだ

ろうということで予測はしておったんで

すが、平成２４年度を見ますと、４月か

ら９月までの半年なんですが、料金によっ

て大体０．４％ぐらい前年度より増えて

おって、２月まで集計しますとこれが０．

１％というところまで落ち込んできたわ

けなんです。そういう微増ではあります

が、上向きになっておったので当初予算

としては前年度の１．３％ぐらいの減で

見ております。

　それと、もう１点、納付金との関係で

ございますが、集合住宅の納付金がどん

と上がって、そのところの収益が見込ま

れておるのかというお問いだったと思う

んですが、これは今回の平成２５年度の

予算には反映しておりません。平成２６

年３月に竣工を迎えて平成２６年度から

入居開始という物件については、給水収

益としては平成２５年度は見込まずに２

６年度から見込んでいこうというふうに

考えております。

○野原修委員長　渡辺次長。

○渡辺水道部次長　たびたび申しわけあ

りません。もう１点抜けておりまして、

平成２５年度の資材、電気代等の値上が

りということを平成２５年度の予算に見

込んでいるのかという内容やったかと思

います。

　太中浄水場等、送水所関係の電気代等

につきましては、電気料金の値上げとい

うことで２０％の値上げを予想した中で

平成２５年度の電気料金は見込ませてい

ただいたという状況下でございます。よ

ろしくお願いいたします。

○野原修委員長　山本委員。

○山本靖一委員　資材高騰については、

まだ余り危機意識を持っておられないよ

うな気がするんですけど、電気代で２０

％の値上げを予想というお話でした。資

材とか人件費とかの関係で敏感に判断し

ていく、これは企業会計として一番大事

なところだと思うので、そういう意識を

持ってことに当たっていただきたいとい

うことを申し上げておきます。

　それから、給水収益について、大きな

集合住宅は来年の入居ということで給水

収益には反映しないという説明でした。

もう少し教えていただきたいんですが、

一般の家庭の伸び率と、それから大口需

要についてです。これは先ほどの不納欠

損の中で１件について８００万円という

ところがあったというような、１件で大

きなところが出てきますので、この内訳

をもう一度教えていただきたいと思いま

す。

　不納欠損が４６６件ですか、そのうち

転居先不明が３４４件もある。追っかけ

ていくということについてなかなか旅費

とかの関係で大変な部分はあるかもしれ

ませんけれども、できるだけ努力してい

くというような、でないと随分大きな金

額ですので、せっかく検針員がおいでに

なるんですから、いろんなことの兆候が

出てくると思うんです。そんなことを含

めてさらに工夫をしていただきたいとい

うふうに思います。

　それから、企業の倒産で９３６万、８

００万円ということなんですが、実際に

配当はなかなか期待できませんけれども、

そういう手続はきちっと踏んで努力して

いただきたい。そういう手続は機を逃さ

ずちゃんとやっていただきたいというこ

とをお願いしておきます。

　それから、資金運用について、定期預

金に入れているということなんですけれ

ども、やっぱり一般会計と１回調整され
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たらどうですか。財産区財産が安いんやっ

たら、水道部も安くするとか、競争する

と言ったらおかしいですけれども、一般

会計も助かることになりますし、水道会

計としても、資金運用の関係で危ないと

ころに投資するとか、そんなことじゃな

しに、お互いが助かるというような、過

去、そういう道を開いていただいていた

経過がありますから、改めてそういうこ

とをやられたらどうかなと思います。答

弁は結構です。そういう努力をしていた

だきたいということにしておきます。

　それから、水道ビジョンの関係です。

これもこれからいろんな経営手腕という

ような、単純に言えば、これはもう民営

化したらええということになってしまう

わけです。自前でやっていくということ

を前提でビジョンを書くわけでしょう。

そうすると今おられる方が真剣に摂津市

の水道はどうあるべきか、太中浄水場は

どうするんか、いろんなことがそういう

ことにつながっていくと思うんです。コ

ンサルに任してしまうと恐らく計画のた

めの計画というふうになっていくんじゃ

ないかと危惧します。今、民営化が叫ば

れている中で、もっと単純に大阪市の水

道も民営化したらどうかというような話

が出ているわけですから、そういう危機

意識が、自分たちの職場、市民のために

どうしたら仕事ができるという、そうい

う視点が必要ではないかなというふうに

思いますが、もう一度聞かせていただき

たいと思います。

　それから、落札率の関係で、これはま

たこれから動いていくということですか

ら見ていきたいと思うんですけれども、

総務部とよく連携をされて、市内業者の

育成、これはまた大事な別の問題として

考えています。地元の業者はどうしても

これは頑張っていただきたいし、そうい

うことの手だてが必要だと思うんですけ

れども、しかし、ルールはルールとして

守っていただくということも、これは大

事なことなんで、そのルールづくりにつ

いては、総務部とよく相談していただき

たいというふうに思っています。

　それから、受水費の関係で１０万トン

また落としていただいたと、受水費がも

う少しそれで減ってくる。摂津市にとっ

ては節水による減少をそこでカバーでき

るということになってくるというふうに

私は受けとめるわけですけれども、そう

すると、今、経営がなかなか厳しいとい

うのはわかるんですけれども、利益剰余

金が約２２億円ある。水道料金の減免制

度を廃止しました。これは企業会計です

から、減免というような制度はとれない

にしても、今の料金体系で、さらにそう

いう人たち、そういう家庭に対して何か

できないかというような思いがするわけ

です。４２の市町村が参加した企業団と

して料金の値下げ方向を打ち出してきた

ときに、そのことが市民のほうに移るよ

うな料金体系を考えていくということも

大事かなというふうに思ったりするんで

す。恐らくこれから消費税もまた３％上

がるということになってきますと、そう

いうところに直撃してくると、なおさら

そういうところへの料金体系を考えてい

くというのは大事じゃないかなというふ

うに思うんですけれども、この点は答弁

をいただきたいと思います。

○野原修委員長　小明課長。

○小明営業課長　それでは、給水収益の

一般家庭用と大口需要者の割合というお

問いでございますが、平成２４年度の４

月から２月までを見まして、先ほど申し

上げましたように、９月期までは料金は

増加の傾向にあるんですが、ご存知のよ

うに、一般用、公衆浴場、臨時用、市街
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地給水というふうな用途別の中で、家庭

用、それから大口需要者の方も一緒に含

まれておりますので、大口需要者の方の

パーセンテージは出せるんですが、あと

の一般家庭用というのが出ておりません。

申しわけございませんが、大体大口需要

者の方で４月から９月までで０．２％の

前年度比の伸びを示しております。４月

から先月の２月までの１１か月間を見ま

すとマイナス１．８％ということで、前

半は伸びたけど、後半が落ち込んできた

というふうな状況になってございます。

　それから、中小規模の事業者、大体年

１万トン以上お使いの企業で４月から９

月で５．２％伸びております。４月から

２月までで６．３％ということで一番伸

びていると考えています。

　それから、年間１万トン以上の集合住

宅、これも過去からずっと統計をとって

おるんですが、この集合住宅につきまし

ては、４月から９月までも約６％の減収、

それから４月から２月を見ましても約４

％の減となっております。

　それと、もう１点、一般家庭用、基本

水量のついた１３ミリ、２０ミリのメー

ターをご使用のご家庭の割合で申し上げ

ますと、４月から２月の１１か月間で前

年度比で０．９％ぐらいの減少というふ

うなことになってございます。

○野原修委員長　豊田参事。

○豊田水道部参事　山本委員の２回目の

質疑にご答弁申し上げます。

　まず１点目の水道ビジョンをつくる際

に職員の参画、市民の意見、そのような

ものが必要ではないかというお問いであっ

たかと思います。その点につきましては、

私どもも同様に考えておりまして、当然

水道ビジョン策定する中において職員も

入りましていろんな意見を聞きながら、

今後どうしていくかということで策定さ

せていただきたいと思います。

　また、水道ビジョンを策定する中で、

やはり市民の意見も必要かと思っており

ますので、またその辺につきましても、

意見につきましては、また伺う場面もご

用意させていただきたいと思っておりま

す。

　続きまして、受水費の関係で値下げが

あるということから、今後の料金に対し

てどのようなことができるのかというお

問いであっかたと思いますけども、これ

につきましては経営の面からご答弁申し

上げたいと思います。

　予算書の７ページと８ページをあわせ

てご覧いただきたいと思っております。

　７ページ、平成２５年３月３１日の予

定貸借対照表になっておりますけども、

２番の流動資産のうち現金預金が約３０

億であるというふうな予定をしておりま

す。それに対しまして次ページ、８ペー

ジをごらんいただきたいと思います。４

番の流動負債、これにつきましては未払

金が約４億５，０００万円弱です。それ

と預り金、これが３億２，４００万円ほ

どございます。それと、５番の資本金の

中で借入資本金、企業債、これが約３３

億９，０００万円弱、この分がございま

す。これを差し引きしますと経営として

は今後支払うべきお金のほうが多い状況

になっているということをご理解願いた

いと思います。

　また、あと施設関係につきましても、

昨今いろんな道路であるとか橋であると

かの老朽化対策の必要性が出てきていま

す。水道の施設についても同様でござい

まして、今後、高度成長時代に布設しま

した水道管であるとかいろんな施設であ

るとか、この辺についての更新が必要で

あると考えております。それにつきまし

て、今後この辺の費用が増大するという
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ことが見込まれておりますので、できる

限りこういう時代に若干でも費用のほう

を原資として蓄えさせていただきまして、

そういう時代がもうすぐ目の前に迫って

おりますので、その辺に充てさせていた

だきたいと考えておるところでございま

す。

○野原修委員長　山本委員。

○山本靖一委員　料金の関係、減免制度

がなくなりました。今、経営が大変になっ

てくるかというようなお話があったんで

すけど、そうすると、先ほどの水道ビジョ

ンに返ってくるんですけど、太中浄水場

をどうしていくのか、企業団からの水が

安くなってきた。一本化したらいいかと

いうと、自己水を持つということで複数

の水源を持って災害のときに備えなけれ

ばならないというお話ですけれども、災

害が起こったときに自己水を持っていれ

ばそれで安全かというものでもない。太

中浄水場の問題は以前から自前で持つか、

そうではなしに一本化していくかという

ような議論もありましたし、いずれは企

業団との一体化は避けて通れないという

ふうになってくるわけです。そうすると、

維持管理費、体制の問題もありますけれ

ども、そういうことを同時に考えていく

ということにつながってくるんかなと思

うんです。

　したがって、摂津市の水道のあるべき

姿、水道ビジョンでこれからいろいろと

市民の意見を聞いていくということです

けれども、市民の皆さんの生活をどうい

うふうにしていくか、そこからの出発に

なってくると思うんです。それから組織

のあり方、資源のあり方、それから企業

団のあり方ということが議論になってく

る。上からかぶせていくという話では決

してないと私は思うんです。

　したがって、今、随分努力していただ

いて摂津市の水道料金、下水が高いから

セットになって随分高い状況になってい

ますけれども、改めて水道料金のあり方、

今の市民の方の生活から見ていったとき

に、消費税の関係を見ていったときに、

生活実態、そういうところに思いをはせ

た対応は必要になってくると私は思うん

です。そういうことが組織のあり方、そ

れから企業団とのあり方についてもこれ

から議論をほんまにしていかないかん。

そういう時期に来てるのかなというふう

に思うんです。そういう点で期待にこた

えられるようなそういう努力をしていた

だきたいとお願いしておきます。

○野原修委員長　原田委員。

○原田平委員　それでは、質疑をいたし

たいと思います。

　まず初めに、水道の組織であります。

　先ほども出ておりましたように、職員

３８人の体制でいこうということであり

ます。その内訳を見ますと、２名退職さ

れて、他会計へ５人行かれまして、そし

て他会計より７人を迎えられるというこ

とでトータル３８人で予定をされており

ます。決算審査の委員会の時にも私のほ

うから、水道の技術の継承というのは非

常に大事になってきてる状況を申し上げ

て、部長も認めていただきました。そう

いう中で他会計へ５人を出して、７人を

迎えられるということですけれども、水

道の企業の運営のあり方について問題は

ないのか、まずその辺からお聞きをいた

したいと思います。

　それから、開閉栓業務委託事業として

平成２６年度から平成３０年度の５か年

で５，８９０万５，０００円の債務負担

行為がされておりますが、これについて

契約の内容や、あるいは委託先の決定方

法等についてお尋ねしたいと思います。

　平成２５年度支出予定について、５か

－43－



年の契約の内容等含めてお聞きをいたし

たいと思います。

　それから、運転監視業務委託事業とし

て平成２５年度は４，９１４万円という

ことでされておられますが、太中浄水場

のこれまでの経過の検証と、そして問題

点はないのか、今後この方法がいいのか

どうか、どういうようなお考えを持って

おられるのか、お尋ねをいたしたいと思

います。

　検針業務委託料でありますが、２，１

５０万６，０００円であります。以前に

も申し上げましたように、検針業務に携

わっていただいておる方の労働状況をは

じめとした諸課題にきちっと対応できて

いるのかどうか。大変な状況で検針をやっ

ていただいていると聞いております。そ

ういう中でどうこたえられているのか、

お尋ねをいたしたいと思います。

　耐震診断業務委託料として２，０５８

万円が計上されていますが、内容につい

てお尋ねをいたしたいと思います。

　鉛管対策工事として６地区、合計１８

２戸の工事をやられるわけですが、改修

計画と進捗状況についてお尋ねいたした

いと思います。

　府道十三高槻線の配水管布設工事とし

て大きな管が布設されるわけですけれど

も、こういった状況は、先ほどの公共下

水道の中にも出ておりましたし、事業が

おくれているということでありますので、

これについての設計を含めた取り組み状

況をお尋ねいたしたいと思います。

　水管橋の塗装工事も平成２５年度４橋

上がっておりますが、市内を見渡すとま

だ少しさびがまじっている管がたくさん

あると思うんですけれども、この計画に

ついて平成２５年度は４橋ということで

ありますけれども、将来的なことも含め

て考えを聞きたいと思います。

　大阪広域水道企業団については、後日

また説明会があるということであります

ので、今日は質疑を控えさせていただき

たいと思います。これをするとかなりの

時間がかかりますので割愛いたしたいと

思います。

　それから、水質測定器機器等購入費で

２，３９９万７，０００円の予算が上がっ

ておりますけれども、従前の水質検査方

法、あるいはこれまで使っておりますモ

ニター保守点検、あるいは検査委託料等

の関係で莫大な費用でございますのでお

考えをお聞きをいたしたいと思います。

○野原修委員長　小明課長。

○小明営業課長　それでは、私のほうか

ら今、原田委員の開閉栓業務委託につい

てのお問いにお答えさせていただきます。

　開閉栓委託料の内容でございますが、

委託内容といたしましては、開閉栓の受

付事務、それから受け付けた内容のデー

タ入力、それから現地での開栓・閉栓の

作業、それから閉栓時の現地精算という

ふうな内容が盛り込まれております。そ

れから日々の日報、それから月報、年報

の作成というふうな業務内容になってお

ります。

　この業務は平成２３年度から委託をし

ておりまして、そのときの業者選定の方

法でございますけど、業者選定は指名競

争入札で行いました。まず初めに、入札

に参加していただく業者を、府下の水道

事業体における開栓業務の受託実績のあ

る業者を選びまして、事前に審査書類を

出していただいた中で、開閉栓業務と委

託指名業者審査会において提出された書

類等を審査して、それで入札参加業者を

決定して今回落札をしたところが大阪水

道総合サービスというとこで、来年に３

年目を迎えますので、ことし債務負担行

為という形で、次年度は５か年の契約、
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経費が少しでも安くなるんじゃないかと

いうことで５か年で債務負担行為を上げ

させていただいております。

　限度額といたしましては、前回は年１，

０５０万円の３年で３，１５０万円を上

げさせていただいておりましたが、今回

若干金額的に上昇いたしまして、税抜き

で年１，１２２万円、税込み５年間で５，

８９０万５，０００円という限度額を設

定させていただいているという状況でご

ざいます。

　それと、引き続きまして、検針業務に

ついての検針員の待遇等をどういうふう

に考えているのかということでございま

すが、平成２５年度の予算の中では、特

にそういう内容的なものを見直したとい

うことはないんですが、摂津都市開発株

式会社へ平成１５年度から委託をしてお

り、検針自体は平成８年からの委託でご

ざいます。平成８年から１２名で、１人

１万４，０００件ぐらいの検針件数で始

まってきたわけなんですが、最近の件数

の増加によりまして、平成２４年度で１

万８，０００件ぐらい、４，０００件ぐ

らいの増になってくるんじゃないかなと。

そういう中で、去年なんですが、検針員

が、検針中じゃないんですが、けがをさ

れたり体調不良で休まれた時期がござい

ました。それで、そういうときに１２名

体制でいきますと、１名、２名が抜けら

れると、残った方でそれを賄っていくと

いうのは非常に困難な時期がありました

ので、平成２５年度予算から、検針員を

１３名にということで、その辺のところ

は待遇の改善と申しますか、現状に合っ

たような形で内容を見直した中で予算化

しているということでご理解をいただき

たいと思います。

○野原修委員長　豊田参事。

○豊田水道部参事　それでは私から、職

員に関する質疑にご答弁を申し上げたい

と思います。

　異動によりまして退職者２名、他会計

より５名、他会計より７人受け入れるよ

うな予定をしております。これにつきま

しては、この人数につきましては、例年

の大体これぐらいということで、予定と

いう形で入れさせていただいているとこ

ろでございます。委員がご指摘のように、

技術の継承につきましては私どもも大切

なことだと認識しておりまして、異動に

つきましても、人事当局と話し合いなが

ら継承ができるような形で進めていきた

いと思っておりますので、ご理解願いた

いと思います。

○野原修委員長　渡辺次長。

○渡辺水道部次長　それでは、原田委員

の質疑にご答弁を申し上げます。

　まず、太中浄水場の運転監視業務委託

料の内容でございます。

　まず、運転管理業務、どの部分を委託

しているのかということなんですが、ま

ず年間通じて夜間の部分、それとあと土・

日・祝日の昼間の部分を委託業務として

業者に委託させていただいております。

平成２２年度からこの契約を結ばせてい

ただいておりまして、３年契約の今年度

が最終年度になるんですけれども、その

中でまず委託金額の関係なんですけれど

も、平成２２年度に入札をさせていただ

いた中で、入札額は予定金額の４３％と

いう形で、委託料ですので下限がござい

ませんで、４３％で落札をされたという

内容です。年割りにしますと今回５年契

約になった分よりも低い状況ではあるん

ですけれども、それだけ低入札で実際業

務がどうやったかというと、やはりきちっ

と仕様書に基づいて、職員のチェックも

かけながら、３年間きちっと業務のほう

はこなしていただいているという状況下
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にございます。そんな状況の中で、今年

度の予算の中で増額分が出てきておりま

す。

　それと、鉛管対策ということで、鉛管

につきましては、また同じ答弁になるか

もわからへんのですけれども、昭和６１

年の３月まで鉛給水管を使用した関係で、

実際１万３，２６０件の引き込み管に使

用したという実態がございました。そん

な状況の中で、平成１６年から対策事業

を開始を行いまして、現在５，８２８件

の対策が完了しました。しかし、依然ま

だ７，４３２件が残存をいたしておりま

すので、その対策を今後継続してやって

いきます。平成２３年度末現在で約４４

％の解消率でございます。

　それと、太中浄水場の水質検査の関係

でございます。やはり安全・安心な供給

をしていく中で、水質検査項目、これが

５０項目という内容で規定をされており

ます。全てが太中浄水場の水質検査でで

きるのかというと、そうではなくて、そ

のうち３７項目、これを自己検査で行っ

ていっているという状況にあります。

　それと、水質モニターなんですけれど

も、市内に１０か所、そのうち市域の管

末６か所に水質モニターというものを設

置いたしまして、あと太中浄水場内と企

業団が配水する施設の４か所にモニター

を設置をいたしております。これがリア

ルタイムで濁りとあと塩素濃度のチェッ

クを監視しているという状況にございま

す。

　それと、水質測定器機器等購入費とい

う形でかなり大きな金額を上げさせてい

ただいている部分がございます。工具、

器具、備品購入ということで、三つの装

置の購入を考えております。

　まず、ＩＣＰ質量分析装置と申しまし

て、水中に存在します鉄、マンガン、鉛

等の重金属、このあたりの分析をする機

械でございます。既存の機械としては平

成７年に購入したものがございますが、

その耐用年数５年はもうとっくに過ぎま

して、今までは修繕でしのいではおった

んですが、その部品等が生産中止となっ

た関係がございまして、今回の購入に至っ

ているという内容でございます。

　あと、濁色度計、これも厚生労働省か

ら管理義務が課せられている濁度を計測

する機械でございます。これも同じよう

に耐用年数を過ぎて修繕がきかない状況

になっているということでございます。

　それと、超純水製造装置というものを

今回購入しようと思っております。これ

も耐用年数が過ぎてしまって、交換等も

できない状況です。この超純水装置とい

うのは水質検査をするときには真水を使

用する関係で、どうしても必要な機械で

あるというふうなことでございますので、

よろしくお願いをしておきたいと思いま

す。

　それとあと耐震診断委託業務の内容で

ございますが、平成２４年度で千里丘の

配水池の耐震診断の委託料を出させてい

ただいております。今、昨今の東日本を

受けまして、いつ何時地震が起こるかわ

からないというような状況下のもとで、

やはり耐震化の状況、これもいち早く確

認しておくべきであるだろうということ

で、平成２５年度では残りの太中配水池

１池と中央２池、あと鳥飼の２池の合計

５か所の配水池の耐震診断の委託をかけ

た中で、今の現状を確認しておこうとい

うふうに考えております。

○野原修委員長　末永課長代理。

○末永工務課長代理　十三高槻線につい

ての取り組み状況について、ご答弁させ

ていただきます。

　十三高槻線は、平成２４年度、平成２
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５年度、配水管整備事業で十三高槻線工

事請負費を予算計上させていただいてお

りますが、道路拡幅工事にあわせて配水

管を入れる計画でございまして、用地の

取得は平成２４年度も困難であるという

ことを大阪府からお聞きしております。

したがって、工事のほう、平成２４年度

実施は難しいかなというふうな状況でご

ざいますが、平成２５年度については大

阪府のほうからは実施できる方向でとい

うふうなことをお聞きしております。

　それと取り組み状況でございますが、

設計等は終わっております。いつでも発

注できる状況ではございますが、時期を

早々にというふうに考えているところで

ございます。

　引き続きまして、水管橋の塗装工事に

ついてございます。水管橋の塗装工事に

つきましては、状況により傷みぐあい等

を調査しまして、河川ごとに毎年傷みが

ひどいところについては重点的に進めて

おるところでございますが、その河川ご

とに随時進めていくというのは一つの固

まりごとに終わっていって、また数年後

に、例えば１０年後にまたそこに同じと

ころができるという、ブロック的に塗装

ができるというふうな考え方でやらせて

いただいておるんですが、本年度は８６

メートル、平成２５年度につきましては

８６メートルで計上させてただいており

ますが、次年度以降、また引き続き実施

させていただきたいと考えております。

○野原修委員長　原田委員。

○原田平委員　組織の問題で、約２割の

方が交代をされるということで、心配い

たします技術の継承が本当に十分できる

のかどうか。先ほどの公共下水道事業会

計予算の審査のときにも申し上げました

ように、公共下水道事業にも地方公営企

業法を適用させてやっていこうというこ

とで、水道のノウハウを持った人が欲し

いんやと、こういうことでありました。

そんな状況の中で、やはり養成と言うん

ですか、経験豊かな方がおってもらわん

ことには、そうした一元化にも問題が出

てくるというふうに感じておりますし、

人事異動されるわけですけれども、十分

そういった点を斟酌しなければ、一つの

目標に向かってできないという状況が出

てくるので、これは人事当局と十分詰め

ていただいてやっていただきたいという

ことを要望しておきたいと思います。

　開閉栓業務委託について、少し高くなっ

てきてるんじゃないかということで、チェッ

クする必要があるんじゃないかなという

ふうに感じるんですけれども、その辺も

う１回、考えだけお聞きしたいと思いま

す。

　太中浄水場の監視業務委託についても、

これまでの成果と言うか、実績を十分検

証していただいて、今後事故のないよう

に、そして緊急事態に備えて、マニュア

ルとかそういうものをしっかりつくって

おいていただいて、これは安心・安全の

給水のためにぜひやっていただきたいと

思います。

　検針業務については、負担増にならな

いように、１名増員されるわけですけれ

ども、賃金等についても余り下がらない

ように、十分配慮していただきたいとい

うことを要望しておきたいと思います。

　耐震診断業務委託は理解をいたしまし

た。一気に５基をやられるということで

ありますので、急いでいただくというこ

とで、しっかりと行っていただきたいと

いうことを要望しておきたいと思います。

　鉛管対策につきましては、６か所であ

りますけれども、もう少しスピードアッ

プしないと、次からまた老朽管が出てく

るので、それに対しての対策もしなきゃ

－47－



ならんので、できるだけスピードアップ

していただいて、もう少し広げていただ

いて、解消に向けて取り組んでいただく

ように要望しておきたいと思います。

　十三高槻線については理解をいたしま

したけれども、公共下水道の移設がえに

ついても難しいようなことを言っており

ましたので、延びる可能性もありますの

で、大阪府と十分協議をしていただきた

いというふうに思います。

　水管橋につきましては、大正川もやら

れてますし、昨年度、山田川の上流部も

されたわけでありますけれども、市内の

小さな河川の上にかかっている水管橋も

ありますので、それを一度点検をしてい

ただいて、水管橋の寿命を延ばすために

も、ちゃんとした塗装をしていただきた

いということもお願いしておきたいと思

います。

　水質測定機械、非常に高いものですけ

れども、貴重な機材ですので、長くそし

て上手に使っていただいて、市民の負担

増にならないように、これからも取り組

んでいただきたいということを申し上げ

ておきたいと思います。

○野原修委員長　小明課長。

○小明営業課長　開閉栓業務の見直しと

いうことなんですが、先ほど申し上げま

した業務内容といたしましては、先ほど

申し上げた以上のことで、どこか削れる

かというふうな点はないのでございます

が、ほとんどが人件費という形で、私ど

もも仕様書の中で最低何名とかいう人員

まで決めておりませんが、実務といたし

ましては、やはり責任者の方１人、それ

と現地での作業の方が２名、繁忙期では

作業の方が４名来て５名体制ぐらいでさ

れています。

　それと、先ほど言い忘れたんですが、

消費税抜きの１，０００万円で債務負担

行為させていただいたんですが、これも

また年間４００万円ということで、４０

％の落札率で落札されてしまった。です

から、次年度、平成２６年度からの落札

の折にはどれぐらいのパーセンテージで

落札されるかわかりませんけど、今のそ

の辺のところを考えますと、次回発注す

るときに、今回発注した業務内容の仕様

書を見直して、もう少しどこか削れると

ころがないかということですが、今のと

ころそういう項目がないんじゃないかな

と考えておりますが、落札率は４０％だっ

たんですが、こちらのほうの仕様書に基

づいて、きちっと今、業務はしていただ

いていると、これからもそれを監視して

いきたいと思っておりますので、ご理解

のほどよろしくお願いいたします。

○野原修委員長　木村委員。

○木村勝彦委員　１点だけ確認をしたい

と思います。十三高槻線の問題は、先ほ

どから平成２５年度の完成に間に合わな

い可能性があるような答弁と感じたんで

すけれども、大阪府が説明に来られたと

きに、十三高槻線の完成時期というのは、

どんどんずれていったわけで、今度の平

成２５年度完成は間違いありませんとい

うことでした。用地買収の件についても

ほぼ見通しがついたということで、先日

も大阪府から５人ぐらい来られて、私の

家で話し合いを持って、地元の方も来て

もらって話をしたんですけれども、その

ときにも確認をして、平成２５年度の完

成は間違いないなということを確認して

ます。大阪府からは間違いありませんと

いうお答えが返ってますので、今の答弁

では平成２５年度に完成できないような

印象を受けたのですが、その辺の食い違

いについて、説明をしてもらいたいと思

います。

○野原修委員長　末永課長代理。
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○末永工務課長代理　十三高槻線は、平

成２４年度につきましては、先ほどお話

しさせていただきましたとおり、中止と

いう形で、平成２５年度、時期はまだ未

定でございますが、早期に水道管埋設工

事をできる内容のことを大阪府のほうか

らお聞きしているところでございます。

○野原修委員長　木村委員。

○木村勝彦委員　平成２５年度、時期は

まだ未定という答弁ですが、全体の完成

が平成２５年度の春、来年ということで

大阪府から説明を受けて、地元と確認を

してますので、それを先般も間違いない

なということを確認したら、間違いあり

ませんという答えをもらってますので、

その辺の確認はしっかりしておいてもら

いたいと思います。

○野原修委員長　ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○野原修委員長　以上で質疑を終わりま

す。

　暫時休憩します。

（午後３時１１分　休憩）

（午後３時１４分　再開）

○野原修委員長　再開します。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○野原修委員長　討論なしと認め、採決

します。

　議案第１号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○野原修委員長　賛成多数。よって、本

件は可決すべきものと決定しました。

　議案第２号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○野原修委員長　全員賛成。よって、本

件は可決するものと決定しました。

　議案第５号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○野原修委員長　全員賛成。よって、本

件は可決するものと決定しました。

　議案第９号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○野原修委員長　全員賛成。よって、本

件は可決すべきものと決定しました。

　議案第１０号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○野原修委員長　全員賛成。よって、本

件は可決するべきものと決定しました。

　議案第１２号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○野原修委員長　全員賛成。よって、本

件は可決すべきものと決定しました。

　議案第１８号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○野原修委員長　全員賛成。よって、本

件は可決すべきものと決定しました。

　議案第１９号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○野原修委員長　全員賛成。よって、本

件は可決すべきものと決定しました。

　議案第２０号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○野原修委員長　全員賛成。よって、本

件は可決すべきものと決定しました。

　議案第２１号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○野原修委員長　全員賛成。よって、本

件は可決すべきものと決定しました。

　議案第２８号について、可決すること
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に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○野原修委員長　全員賛成。よって、本

件は可決すべきものと決定しました。

　議案第２９号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○野原修委員長　全員賛成。よって、本

件は可決すべきものと決定しました。

　議案第３０号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○野原修委員長　全員賛成。よって、本

件は可決すべきものと決定しました。

　暫時休憩します。

（午後３時１６分　休憩）

（午後３時１７分　再開）

○野原修委員長　再開します。

　本委員会の所管事項に関する事務調査

について協議します。

　平成２５年度委員会行政視察を実施す

ることに異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○野原修委員長　異議なしと認め、その

ように決定します。

　次に、視察事項、視察先、視察日程に

ついてご協議いただきます。

　山本委員。

○山本靖一委員　項目ですけど質疑に出

ていた水道ビジョンとか都市計画マスター

プランとか、それから引き続き上下水道

組織の一元化の問題も見ていかないかん

のかなと思ったりするんです。摂津市が

これから取り組まないかん喫緊の課題、

テーマとして幾つかまた正副委員長のほ

うでも提案を出していただくということ

で一任させていただいてもいいかなと私

は思っています。

○野原修委員長　それでは、時間の関係

上、今回の会期中に視察先の決定は困難

かと思われますので、本会議最終日にお

いて常任委員会の所管事項に関する事務

調査について、閉会中に調査することが

諮られます。本委員会の所管事項につい

ては、都市計画行政について、土木行政

について、下水道行政について、水道行

政についてを閉会中に調査することに異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○野原修委員長　それでは、そのように

決定します。

　視察項目、候補地、希望日程の検討を

お願いします。

　これで本委員会を閉会します。

（午後３時１９分　閉会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

　建設常任委員長野 原 　 修

　建設常任委員　村 上 英 明
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